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 放射線防護に関する様々な勧告を行ってきている国際放射線防護委員会(ICRP)は，放射性廃棄物の処分についての放
射線防護の考え方を Publication 46, 77, 81において体系的に示している．特に Publ.81「長寿命放射性固体廃棄物の処分に
適用する放射線防護勧告」は，放射性廃棄物処分における最近の国際的な進展に照らして，1985年に出版された Publ.46
で示されている勧告を補完，改訂し，さらにより明確にすることを目的として出版されたものである．現在，我が国に

おいては地層処分の概念や安全規制を具体化する議論が進められているところであるが，このような国際的な動向を適

切に反映していくことが重要である． 
 本資料では，地層処分に対する放射線防護の考え方をより詳細かつ具体的に理解するため，Publ.81に沿って，パラグ
ラフ間の相互関係，ICRPにおけるこれまでの検討経緯，他の ICRP出版物との関係に留意しつつ，パラグラフごとに解
説を加えた． 
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The International Commission on Radiological Protection which has published various recommendations on the radiation 
protection describes the system of radiation protection on the disposal of radioactive waste in Publication 46, 77 and 81.  Especially, 
Publication 81, Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long-lived Solid Radioactive Waste, was 
published in order to supplement, update and clarify the material in Publication 46 published in 1985 in consideration of  the recent 
international progress in the disposal of radioactive waste.  At present, the study is in progress to materialize the concept and the 
safety regulation of geologic disposal in Japan, and it is important to reflect appropriately these international publications. 

This paper explains each paragraph in Publication 81 in order to understand the system of radiation protection on the geologic 
disposal fully and concretely, paying attention to the mutual relationship among each paragraph, the development of ICRP 
recommendations and the relationship to other publications. 
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Ⅰ はじめに 

 
 国際放射線防護委員会  (International Commission on 
Radiological Protection, 以下，ICRPという) は，1958年に
出版された ICRP Publication 1[1]（以下 Publ.1と省略する）
以降，放射線防護に関する様々な勧告を行ってきている．

このうち，放射性廃棄物の処分についての放射線防護の考

え方は，Publ.46 [2], Publ.77 [3]および Publ.81 [4]において体

系的に示されている．特に Publ.81 は，放射性廃棄物処分
における最近の国際的な進展に照らして，1985年に出版さ
れた Publ.46 で示されている勧告を補完，改訂し，さらに
より明確に考え方を伝えることを目的として出版された

ものである．現在，我が国においては地層処分の概念や安

全規制を具体化する議論が進められているところである

が，このような国際的な動向を適切に反映していくことが

重要である． 
 ICRP が示している放射線防護の主たる目的は，放射線
被ばくを生ずる有益な行為を不当に制限することなく，人

に対する適切な防護基準を作成することである (Publ.60 
[5] (15)項)．地層処分は，評価対象となる期間が長期にわ
たるため，その放射線による影響の程度を実測によって検

証することができない．そこで性能評価というある種の予

測によってその影響を判断することになるが，将来の地質

環境や人間の生活習慣など生物圏の条件に関する不確実

性などにより，このような予測の結果にも不確実性が伴う．

地層処分による放射線の影響に関する議論は，これらの特

徴に配慮されたものとなっている．このように，ICRP の
示している地層処分に関する放射線防護原則の理解や適

用にあたっては，従来の放射線防護体系の進展のプロセス

と，地層処分という従来のシステムとは異なるシステムの

特徴を考慮することが重要である． 
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 本資料では，地層処分に対する放射線防護の考え方をよ

り詳細かつ具体的に理解するため，Publ.81 に沿って，パ
ラグラフ間の相互関係，ICRP におけるこれまでの検討経
緯，他の ICRP出版物との関係に留意しつつ，パラグラフ
ごとに解説を加えた． 
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Ⅱ ICRP Publication 81 の解説 

 
 放射性廃棄物処分に関する ICRPの勧告の経緯と基本的
な概念に関する解説は小佐古[6,7]，杉浦[6]によって行われ
ている．放射線防護の経緯と廃棄物処分に関する勧告の経

緯については，小佐古，杉浦[6]が「放射性廃棄物の処分に
対する放射線防護の方策－ICRP Publication 77を中心とし
て－」で以下のように解説している． 
 「放射線防護の体系は 1958 年の ICRP Publication 1（以下

Publ.1 と省略する）以降，勧告という形で，ICRP 出版物

(Publication)として公表されている．防護の考え方を展開した

主 勧 告 は Publ.1(1958), Publ.6(1964), Publ.9(1966), 

Publ.26(1977), Publ.60(1990)となされてきた．本格的な防護体

系は広島・長崎の原子爆弾被爆生存者の疫学データが本格

的に反映できるようになった1977年のPubl.26に形作られた．

さらに広島・長崎の原爆線量の再評価，リスクモデルの進展

等を織り込んだ主勧告が 1990 年になされ，この ICRP Publ.60

が現在の放射線防護の基礎を形作っている． 

 これらを受けて，放射性廃棄物処分に関するICRPの勧告が

作られてきたわけであるが，歴史的には 1985 年に「放射性固

体廃棄物処分に関する放射線防護の諸原則」が Publ.46 の形

で公表され，さらに1998年に放射性廃棄物全般にわたる方策

として，「放射性廃棄物処分に対する放射線防護の方策」が

Publ.77 として公表された．翌年，Publ.81「長寿命放射性固体

廃棄物の処分に適用する放射線防護勧告」が Publ.46 を補完

するものとして出版された．ICRP は放射性廃棄物処分に関連

してはこの三部作で完結した勧告としており，当面これら以上

の勧告を作ることは意図されていない． 

 これらの勧告の階層構造は以下のようになっている．つまり，

まず，Publ.77 が放射性廃棄物処分全般にわたる放射線防護

策を述べている．放射性廃棄物に対する規制免除値（現在，

国際原子力機関(IAEA)等ではこれをクリアランスレベルと呼ん

でいる）等を含む固体廃棄物全般にわたる原則として Publ.46

が勧告されている．この勧告はリスク限度の考え方を放射性

廃棄物処分分野に持ち込んだものとして注目された．さらに，

長寿命の放射性固体廃棄物処分に適用する放射線防護の勧

告として，Publ.81 が用意された．」 
 また，小佐古[7]による解説「長寿命放射性固体廃棄物の
処分に適用する放射線防護原則と公衆の防護－ ICRP 
Publication 81および Publication 82を中心として－」では，
Publ.81[3]の解説を行うとともに，「Publ.81 等の長期放射線
被ばく状況における公衆の防護をどのように考えるかは難し

い問題であり，これに対して指針を与えているのが ICRP 

Publication 82 である．」として，Publ.82[8]の概要を解説して
いる． 
 本資料においては，これらの解説を踏まえ，Publ.81「長
寿命放射性固体廃棄物の処分に適用する放射線防護勧告」

の各項目について，地層処分を念頭において解説する． 

 なお，Publ.81（（社）日本アイソトープ協会翻訳）およ
びその他の ICRP出版物の引用部分については，ゴシック
体で示した． 
 
1. 序論 
(1) ICRP はその Publication 60 の中で，「放射線被ばくを生ず

る有益な行為を不当に制限することなく，人に対する適切な防

護基準を作成すること」を主たる目的とする放射線防護方策

を策定した(ICRP, 1991(注 Publ.60), 15 項)．電離放射線のど
んな線量でもそれに付随して個人の健康に対してリスクを持

っており，このリスクは低い線量範囲でその線量に比例してい

るというのが，放射線防護の根底にある信条である．しかし委

員会は，リスクがあらゆる合理的な手段によって制限されてい

る限り，有益な行為からのいくらかのリスクは受け入れられる

と考えている． 

（解説） 
 ICRP Publ.60 [5] (100)項では，「放射線防護の第一の目的
は，放射線被ばくの原因となる有益な行為を不当に制限する

ことなく，人を防護するための適切な標準を与えることである

から，放射線防護の基本的な枠組みには，必然的に，科学的

な判断だけでなく社会的な判断も含めなければならない．そ

のうえ，少ない放射線量でもなんらかの健康に対する悪影響

を起こすことがあると仮定しなければならない．確定的影響に

はしきい値が存在するので，個人に対する線量を制限するこ

とによってこれを避けることが可能である．しかし他方，確率

的影響はしきい値を求めえないので，これを完全に避けること

はできない．委員会の基本的な枠組みは，線量を確定的影響

のそれぞれに対するしきい値よりも低く保つことによってその

発生を防止し，また確率的影響の誘発を減らすためにあらゆ

る合理的な手段を確実にとることを目指すものである．」とし

ており，この基本的な考え方がそのまま継続されている．

「リスクがあらゆる合理的な手段によって制限されている限り」

とは，ICRPの放射線防護体系の適用を意味する． 
 
(2) 有益な行為は，放射性廃棄物を生じることがある．すべて

の種類の放射性廃棄物の処分に対する委員会の方策は，

Publication 77 (ICRP, 1997b) に示されている．委員会勧告の

文脈の中では，廃棄物とは，それ以上全く利用しないものとし

て捨てられるかまたはすでに捨てられているすべての物質で

ある．廃棄物には工程の残渣のような固体の物質のほかに，

液体および気体の放流物も含まれる．廃棄物保管とは廃棄物

の一時的な保持である．廃棄物処分とは回収の意図なしに廃

棄物を捨てることである．処分という語には放流物の排出と固

体廃棄物の処分が含まれる．廃棄物管理とは，廃棄物の発

生で始まり処分で終わる操業のすべての流れを意味する． 

（解説） 
 Publ.77[3]では，廃棄物処分に関する委員会の方策として，
「6.1. 放射線防護の枠組み」で，行為の正当化，防護の最
適化，拘束値および線量限度，潜在被ばく，および介入を，
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「6.2. 防護の枠組みの廃棄物処分への適用」で，一般的問
題，集団線量の使用，潜在被ばくの実用的意味合い，残渣

の再評価，将来世代の防護を示している． 
 
(3) 廃棄物処分の戦略は，「希釈と分散」および「濃縮と保持」

という２つの概念上のアプローチに分けることができる(図 1(注，

略))．これらの戦略のどちらからも環境への放射性核種の早

期放出または時間が経ってからの放出が必然的に生じるであ

ろうから，ゼロ放出を目標とすることは適当ではない．両方の

戦略とも一般に使用されており，相互に相容れないものでは

ない．選択ができる場合には，２つの戦略の間のバランスが，

特に閉じこめ期間中における放射性核種の崩壊と，自然また

は人工のプロセスによる破壊に伴う高い被ばくのリスクの考

察を含む，放射線防護の問題になる．破壊的事象からの高い

被ばくの可能性は，廃棄物を希釈または分散するのではなく，

処分施設中に廃棄物を集中するという決定の避けられない結

果である． 

（解説） 
 図１において，「希釈と分散」の例として，廃棄物が大

気中または水中に早期または即時に環境に放出される過

程，並びに「濃縮と保持」という過程を経て，地下に処分

された廃棄物が環境に遅延放出（即時に放出されるのでは

なく，長い時間をかけて徐々に放出されること）される過

程が示されている．この処分には低中レベル廃棄物の浅地

中処分，高レベル廃棄物の地層処分などが含まれる． 
 「破壊的事象からの高い被ばくの可能性は，・・・避けられな

い結果である．」という記述は，人間侵入を自然過程とは別

に扱う理由の一つである（(48)項，(51)項参照）．また，破
壊的な自然事象については，将来数万年にわたって地層の

著しい変動が生じるおそれがあるような地域をサイト選

定の段階で除外すべきであると考えられる． 
 
(4) この報告書は，“濃縮・保持”戦略を使っている長寿命放

射性固体廃棄物の処分に続く公衆構成員の放射線防護を扱

う．考慮すべき放射性核種は，たとえば，本質的に一世代に

影響を及ぼすような 10 年を超える半減期を持つであろう．こ

の報告書には，浅地中埋設と深地層処分を含む選択肢が含

まれる．この報告書でなされる勧告は，それらの履行のため

の機会が，サイトの選定，設計，建設および操業の段階のあ

いだに存在するような，新しい処分施設に適用される．また，

これらの勧告は，廃棄物を発生する行為を含む正当化の決定

の中で考慮に入れられるべきである．この報告書と並行して

委員会は Publication 82 (ICRP, 1999)の中で，たとえば ICRP

の体系下で管理されていなかった過去の行為により生じた，

既に環境中に存在する長寿命の放射性残渣を扱うために特

別の勧告を発表することにしている． 

（解説） 
 この報告書の勧告は，浅地中埋設と深地層処分を含み，

操業段階を含むそれ以前の段階にある新規の処分施設に

適用されることが示されており，過去の行為の結果生じた

残渣や環境中に存在する残渣に対する介入を主体とした

放射線防護は，Publ.82 で扱われている．廃棄物を処理処
分する行為は，廃棄物を発生する原子力発電も含めて正当

化されるべきである． 
 
(5) 委員会の防護体系は，“希釈・分散” 戦略に直接適用す

ることができる．被ばく源を適切な管理のもとに置くために被

ばく量が推定される．被ばくする個人と集団の特性と習慣が

考慮に入れられる． 

（解説） 
 施設からの排気，排水などの“希釈・分散” 戦略に対し
ては，ICRP の防護体系がそもそもこれらを対象に構築さ
れたものであるため，ICRP の防護体系がそのまま適用で
きる． 
 
(6) “濃縮・保持” 戦略を使っている長寿命放射性固体廃棄物

処分の場合，防護の主な論点では，はるかな未来に起こるか

もしれないし起こらないかもしれない被ばく，すなわち潜在被

ばくの状況が考慮される．たとえ処分システムがよく設計され

適正に管理されているとしても，環境への放出があるかもしれ

ない．しかし，効果的な廃棄物処分システムが廃棄物を最も

危険の大きい期間中閉じこめるので，遠い未来に人の環境に

入ってくるのは残りの放射性核種だけであろう．個人と集団の

線量に対応するどんな推定値も，将来の処分システムの挙動，

地質と生物圏の条件および人間の習慣と特性についての知

識が不完全なために，時間とともに増大する不確実性がつき

まとうであろう．さらに，廃棄物処分システムについての知識

が結局は失われるかもしれないので，現在の放出についてと

同じやり方で，防護が達成されていることの確認を仮定するこ

とはできない．また，効果的な軽減処置が必ず実行されると仮

定することもできない．それにもかかわらず，委員会の防護体

系は，長寿命放射性固体廃棄物の処分に適用することができ

る． 

（解説） 
 長寿命放射性固体廃棄物処分では，潜在被ばくが考慮さ

れる．この際，時間とともに増大する不確実性，廃棄物処

分システムについての知識の喪失による防護の確認がで

きないこと，効果的な軽減処置が必ず実行されると仮定す

ることもできないなどの問題があるが，本書全体を通じて，

将来世代の防護，決定グループ，潜在被ばく，防護の最適

化，技術上および管理上の原則，および放射線防護原則の

一貫性を展開することによって，ICRP の防護体系が長寿
命放射性固体廃棄物処分に適用できることを示している． 
 
(7) 長寿命放射性固体廃棄物処分の場合に委員会の防護体

系を適用するには入念な作業が必要であるが，委員会の防

護体系の強みと一貫性は広い範囲にわたる状況を矛盾なくカ

バーするその能力の中にある．委員会は，放射性固体廃棄物
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処分についての勧告を Publication 46 (ICRP, 1985b) で発表し

た．この報告書の意図は，Publication 77 (ICRP, 1997b) で要

約されているような，すべての種類の放射性廃棄物の処分に

関する委員会の方策を含むもっと最近の展開に照らしてこれ

らの勧告を補い，更新し，そして明確にすることである． 

（解説） 
 この報告書は，Publ.46, Publ.77に続いて，放射性固体廃
棄物処分の勧告を更新したという位置づけが示されてい

る．「委員会の防護体系の・・・の中にある」とは、ICRP の放
射線防護体系が広範な状況を考慮して構築されているこ

とを意味している。 
 
(8) （省略） 
 
2. 背 景 

2.1. 一般的な考察 

(9) 放射性廃棄物は次のような広範囲にわたる活動から発生

する：病院や研究所における放射性核種の使用；産業工程に

おける放射性物質の使用；原子力による電気の生産を含む核

燃料サイクル，およびいろいろな物質の放射性という特性を直

接には使っていない工程からの副産物として．これらの廃棄

物には適切な管理が必要である． 

（解説） 
 「いろいろな物質の・・・副産物」とは，鉱石からチタンなど

の金属を取り出した後の残渣などを意味する． 
 
(10) これらのいろいろな廃棄物管理事業の間には密接な関

連があり，このことは，なかでも処分の諸条件が他の事業に

影響するはずであることを意味する．種々の異なる管理上の

アプローチが，放射性廃棄物の広い範囲にわたる特性に適応

するために開発されてきた．適切な放射性廃棄物分類システ

ムによって，管理上のいくつかのアプローチを異なる種類の放

射性廃棄物に一般的に割り当てることができる． 

（解説） 
 「処分の諸条件が他の事業に影響する」とは，廃棄物の処

理方法や容器封入のやり方が処分条件に応じて変わるこ

とを想定している．「適切な・・・割り当てることができる」とは，

廃棄物の特性に応じて，すでに開発されている管理上のア

プローチのいずれかを一般的に適用しうることを意味す

る． 
 
(11) 管理に影響する廃棄物の 3 つの主要な特性は，それら

の物理化学的特性とくに放射性核種の半減期，放射性核種

含有量および体積である．廃棄物は，医学の診断手順で発生

する大部分の廃棄物のようにわずかに放射性であるものから，

ガラス固化された再処理廃棄物，あるいは使用済線源のよう

に高放射性のものまでいろいろであろう．廃棄物は，固体，液

体または気体として生成し，その一部は処分に先立ちコンディ

ショニングと処理を必要とすることがある．体積は，たとえば小

さい密封放射線源から，核施設のデコミッショニングから生じ

る廃棄物のような非常に大きい体積にまでわたる．最大の放

射能は，防衛産業用と民生用の核燃料サイクル事業によって

生じる．しかし，大きな体積の放射性廃棄物が天然起源の放

射性物質を使用する産業によって生じる． 

（解説） 
 管理に影響する廃棄物の 3つの主要な特性として，放射
性核種の半減期，放射性核種含有量および体積を挙げてい

る．放射性核種の半減期は制度的管理や閉じ込めの期間な

ど，放射性核種含有量は確保すべき人工バリアあるいは天

然バリアの性能など，体積は廃棄物管理方法や処分方策な

どに関係する． 
 
(12) 長寿命の放射性核種を分離し，もっと好都合な特性たと

えばより短い半減期をもつ放射性核種へ変換すると，理論的

には廃棄物の長期的な危険を減らすことができるかもしれな

い．しかし，放射能レベルは短期的には増加する．変換の技

術的経済的な実行可能性は，まだ証明されていない．いずれ

にせよ，それには追加の施設の必要性とそれに対応する職業

被ばくが含まれ，また残留廃棄物の処分の必要性がおそらく

残るであろう． 

（解説） 
 分離や変換処理に関しては，技術的にどこまで放射能が

低減するか，変換に関して必要なコストと軽減される処分

コストが明確になっていないなど，実行可能性に関してま

だ課題が残されているとしている．また，分離変換を行う

としても，そのための施設が必要になり，職業被ばくが発

生するし，また残留する廃棄物を処分する必要性がなくな

るわけではないことを示している．「放射能レベルは短期的

には増加する」とは，長半減期核種を短半減期核種に変換し

た場合のことである． 
 
(13) 処分に先立ち保管することは，放射性崩壊により潜在的

危険が減る期間を提供することで有用な役割を果たしうるか

もしれない．短寿命放射性核種のみを含む固体廃棄物は，十

分な保管期間の後，環境に放出できよう．発熱性の廃棄物で

は，熱は主に短寿命放射性核種に起因するので，数 10 年の

保管の後には処分はもっと容易になることがある． 

（解説） 
 我が国では，ガラス固化体発生後，処分場に定置するま

で，30年から 50年の期間，冷却のために貯蔵することと
している． 
 
(14) （省略） 
 
2.2. 技術的選択肢 

 

(15) 放射性固体廃棄物処分の選択肢は，通常，複数の人工

バリアと天然バリアに頼っており，その組合せを処分システム

という．処分システムの全般的な性能は，放射性核種がいろ

いろなバリアの総合された性能および／または相補的な性能
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を通じて人の近づける環境まで移動するのを防ぐかあるいは

遅らせることに頼っている． 

（解説） 
 ここでいう「人の近づける環境」とは，地表あるいは地表

近傍の地下水や土壌などのことである． 
 
(16) 処分選択肢間の選択には，経済的・社会的な要因の他

に，廃棄物の放射線学的危険，廃棄物が危険である時間の

尺度，および廃棄物の体積の考慮が含まれる．以下の処分

選択肢は，現在支持されているかまたは考慮されてきたもの

である． 

 ・放射性核種含有量の非常に少ない廃棄物には，一般ごみ

処分がふさわしいかもしれない． 

 ・トレンチ，工学的施設またはその場での安定化による浅地

中埋設は，ウラン鉱石の採鉱と精錬からの残渣および核

燃料サイクルからの短寿命の低レベルと中レベル廃棄物

のような大容積の固体廃棄物に適しているであろう．地層

バリアと人工バリアは，放射性核種を固定しかなりの時間

のあいだ保持することができる．しかし，廃棄物が地表面

に近いときは，偶然の人間侵入または自然過程による閉じ

こめの喪失の可能性を減らすために，制度的管理，保守お

よび監視が長期間にわたって必要になることがある． 

 ・深地層処分は，処分システムの範囲内で適当な特性が天

然バリアと人工バリアの両方について選ばれるならば，人

の近づける環境からの非常に長い期間にわたる隔離と偶

然の人間侵入の確率を非常に低くする潜在的能力がある．

岩塩層，花こう岩，粘土，玄武岩および火山性凝灰岩は，

これまでのところ潜在的に適当な地層としてすべて注目さ

れてきた． 

 ・宇宙空間または太陽軌道への処分は現在，技術的・経済

的な実行可能性が疑わしいので，さらなる研究は続けられ

ていない．海底上または海底中への放射性固体廃棄物処

分(それぞれ，海洋投棄または海底下処分)は，かつて

1972 年のロンドン会議の表現では，廃棄物のためのひと

つの選択肢であり，投棄に適している物質の定義がなされ

ていた(IAEA, 1986 (注[9]))．低レベル廃棄物は 1982 年ま
で大西洋の北東区域に投棄されていた．しかし，広範囲に

わたる科学的研究がその区域をパッケージに入った放射

性廃棄物の投棄に使用し続けることができると証明してい

るにもかかわらず(NEA, 1985 (注[10]))，1993 年にロンドン
会議締約国の諮問会合はあらゆる種類の放射性廃棄物

の海洋投棄を禁止することを決定した．その禁止は，ロンド

ン会議の付属書を修正することによって，1994 年 2 目 20

日に発効した． 

（解説） 
 一般ごみ処分とは，我が国の場合には，産業廃棄物とし

ての埋立処分を意味する． 
 「廃棄物が地表面に近いときは，・・・制度的管理，保守およ

び監視が長期間にわたって必要になることがある．」とは，我

が国の管理型処分の考え方と一致している．ここでいう長

期間とは，数百年程度および場合によってはそれよりも長

い期間を意味する． 
 深地層処分は，人の近づける環境からの非常に長い期間

にわたる隔離と偶然の人間侵入の確率を非常に低くする

潜在的能力がある方法と位置づけている． 
 宇宙処分や海洋投棄については，現状では処分の選択肢

にはならない． 
 海洋底下処分に関しては，1996年の議定書[11]では，「海
洋とは，内水以外の全ての海洋とともに，海底及び海底土

を意味する：陸からのみアクセスされる海底下処分場は含

まない」と定義され，スウェーデンのＳＦＲ（発電所廃棄

物最終処分場）のような処分施設や沿岸部，島部から海域

下に高レベル放射性廃棄物処分場を建設することは，海洋

投棄にならないと考えられる． 
 
(17) （省略） 
(18) （省略） 
 
2.3. 放射線学的評価 

(19) 放射性固体廃棄物処分システムの放射線学的評価には，

人の被ばくについてのいろいろな可能性を考察する必要があ

る．人の被ばくに至りうる過程をサイトごとに確認しなければ

ならない (この文書の中では簡単のため，“過程”とは特徴，

事象および過程を意味することとする)．ある種の自然過程は，

放射性核種の環境へのゆっくりとした放出をもたらすことがあ

る．典型的な例は，腐食による廃棄物パッケージの徐々の劣

化とその結果として起こる放射性核種の放出である．人の被

ばくをもたらしうるような続いて起こる自然過程には，地下水

による放射性核種の移行と，それに付随する収着，拡散およ

び分散の過程が含まれよう．他の，もっと起こりそうにない自

然過程として，たとえば地震事象と氷河作用は処分システム

の性能を破壊するか，またそうでなくても影響を及ぼすことが

あろう． 
（解説） 
 この報告書では，“過程”とは特徴，事象および過程，い
わゆる FEPs (Features, Events and Processes)を意味している．
人の被ばくについてのいろいろな可能性のうちの自然過

程として，地下水シナリオの他に，もっと起こりそうにな

いものとして，地震事象と氷河作用を例示している．我が

国においては，場所によって数十年周期で生じる大地震も

あるが，その大きな原因となる活断層は，サイト選定の段

階で避けること，また地震が生じた場合の「ゆれ」につい

ては処分場の耐震設計で対処できると考えられる．なお，

地震については地層処分が行われる地下深部は，地上に比

べて「ゆれ」の影響が小さいことなどが知られている． 
 
(20) 将来の人間の行動も廃棄物処分システムを破壊するこ

とがある．埋設場の健全性に影響を及ぼし，潜在的に放射線
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学的影響を持つ人の行動は，人間侵入として知られている．

故意の侵入者への影響は本来侵入者の責任と考えられる．

処分システムについての知識が失われた後の偶然の人間侵

入，すなわち誰かによって知らずにとられた廃棄物処分システ

ムを破壊する行動の可能性もある．これらの行動には，深い

埋設場での偶然のボーリングや，浅い埋設場の上での偶然

の建設が含まれる．そのような偶然の行動は，長期間におけ

る人間侵入に関する主要な論点である．本報告書では，人間

侵入という語で，偶然の侵入を表す．侵入はいかなる場合で

も，他の集団に対しても影響をもつことがある． 

（解説） 
 人間侵入のうち，故意の侵入者については，本来侵入者

の責任として排除し，偶然の人間侵入だけを対象としてい

る．深い埋設場での偶然のボーリングや，浅い埋設場の上

での偶然の建設は人間侵入という点で共通であるが，後者

の場合には，発生確率が比較的高いものとして考慮する必

要があり，深い埋設場での偶然のボーリングと同じ土俵で

は議論できない．「他の集団に対しても影響をもつ」とは，侵

入に伴う人工バリア破壊，経路短絡などの地下水移行シナ

リオへの影響，あるいは掘削されたボーリングコアが散逸

した場合の一般公衆への影響などを意味する． 
 
(21) 廃棄物処分の放射線学的影響を評価するためには，サ

イト固有の評価が不可欠である．それらはまた，処分システム

とそのサブシステムのいろいろなバリアの役割を理解し，記述

し，定量化し，最適化するためにも必要である．評価にはたく

さんのシナリオが考察されるが，ここでシナリオとは，放射線

学的影響に至りうるかもしれないような処分システムに影響を

及ぼす特定された過程の一つの可能な組合せと定義する．一

般に，評価は通常反復して扱われる以下の諸要素すなわち，

システム理解，シナリオ解析，概念的および詳細なシステムモ

デルの開発，影響解析，不確実性解析と感度解析および計

算結果の解釈から成る．総合された評価によって，予想され

たシステム展開も，また，自然起源の破壊的事象によってま

たは人間侵入の結果として引き起こされるものを含む，もっと

起こりそうにないシステム展開も，評価されるであろう． 

（解説） 
 放射線学的影響を評価する方法については，国際原子力

機 関 (IAEA) に お い て も 放 射 性 廃 棄 物 安 全 基 準 
(RADWASS) 策定作業の一環として，より詳細に検討が行
われており，IAEA安全基準シリーズ[12,13]，IAEA安全シ
リーズ[14]の改訂版（DS154(2002)検討中）などの基準や指
針文書がまとめられている．また，後述の様式化シナリオ

などを基に，自然起源の破壊的事象，人間侵入についても

評価すべきことを述べている． 
 
3．現行の ICRP勧告 

(22) 委員会は，放射線防護体系についてのその勧告を

Publication 60 (ICRP, 1991) に公表した．この体系は被ばく状

況を行為と介入に分けている．行為は，それらが被ばくの増

加をもたらすという事実にもかかわらず，選択の問題として着

手される人間活動である．行為に着手することをやめることに

よって被ばくの増加を避けるか，または予防策を講じることに

よって制御することができる．しかし時には，すでに存在する

状況から被ばくがもたらされる．被ばくを減らすか線源を除去

するためになんらかの行動が求められるときは，その行動は

介入と呼ばれる．放射性廃棄物の処分が管理下の線源を扱

う計画された操業である限り，行為に対する防護の原則が放

射性廃棄物の処分に適用されることは明白である． 

（解説） 
 Publ.60 (106)項では，「人間活動のあるものは，線源，経路
および個人のまったく新しい組を導入することによるか，ある

いは，既存の線源から人に至る経路のネットワークを変えて

個人の被ばくまたは被ばくする個人の数を増加させることによ

って，総放射線被ばくを増加させる．委員会はこれらの人間活

動を“行為”と呼ぶ．他の人間活動は，現在あるネットワークの

かたちに影響を与えて総被ばくを減らすことができる．これら

の活動によって，現在ある線源を撤去したり，経路を変えたり，

被ばくする個人の数を減らしうる．委員会はこれらすべての活

動を“介入”と記す．」として行為と介入を定義している． 
 
(23) 提案された行為および継続している行為について委員会

が勧告した放射線防護体系は，3 つの一般原則に基づいてい

る (ICRP, 1991(注 Publ.60), 112 項)： 
 a)  放射線被ばくを伴うどんな行為も，その行為によって，被

ばくする個人または社会に対して，それが引き起こす放射

線損害を相殺するのに十分な便益を生むのでなければ，

採用すべきでない．(行為の正当化)． 

 b) ある行為内のどんな特定の線源に関しても，個人線量の

大きさ，被ばくする人の数，および受けることが確かでな

い被ばくの可能性，のすべてを，経済的および社会的要

因を考慮に加えたうえ，合理的に達成できる限り低く保つ

べきである．この手順は，本来の経済的，社会的な判断

の結果生じそうな不公平を制限するよう，個人に対する線

量に関する限定 (線量拘束値)，あるいは，潜在被ばくの

場合には個人に対するリスクに関する限定 (リスク拘束

値) によって，拘束されるべきである．(防護の最適化)． 

 c) 関連する行為すべての複合の結果生ずる個人の被ばく

は線量限度に従うべきであり，また潜在被ばくの場合に

はリスクの何らかの管理に従うべきである．これらは，通

常の状況ではいつも，どの個人もこれらの行為から容認

不可と判断されるような放射線リスクを受けることが確実

にないようにすることを目的とする．(個人線量限度および

個人リスク限度)． 

（解説） 
 Publ.60 (112)項がそのまま引用されている．「これらは，
通常の状況では・・・を目的とする」とは、容認できないよう

な放射線リスクを受けることは、通常はないようにすると
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いうことである。 
 
(24) Publication 60 の中で委員会は，“通常被ばく”と“潜在被

ばく”を区別している．“通常被ばく”は，実質的に起こることが

確かで，いくらかの不確実性はあるものの予測できる大きさを

持つ被ばくである．“潜在被ばく”という用語は，被ばくの可能

性はあるが，それが起こることは確実でない状況，すなわち，

放射性固体廃棄物処分施設の閉鎖に続く長い期間に関係す

る状況をいう． 

（解説） 
 Publ.60 (111)項では，「行為においても介入においても，多く
の場合，被ばくが起こり，その大きさが，ある程度の不確実さ

はあっても予測できることは実際上確実であろう．しかしなが

ら，被ばくが起こる可能性はあるが，起こるということは確実で

はないことがある．委員会はこのような被ばくを“潜在被ばく”

と呼ぶ．潜在被ばくの確率と大きさとの両方に対して，ある程

度の管理を行うことが可能な場合が多い．」としている． 
 また，Publ.60 (195)項では，「潜在被ばくは，行為に適用さ
れる防護体系の一部としてまず対処すべきであるが，被ばく

が実際に起きた場合には，介入に至る可能性があることを認

識すべきである．」として，介入との関連が示唆されている． 
 「放射性固体廃棄物処分施設の閉鎖に続く長い期間に関

係する状況」とは，処分場が閉鎖された後，地表の生物圏

に放射性核種が移行してくるのには極めて長い期間を要

すること，およびそれまでの間に人間侵入や自然起源の破

壊的な事象が起こる可能性はあるが，必ずしも起こるとは

限らないということを意味している． 
 
(25) 潜在被ばくに関連する 1990 年勧告の原則と目標は，

Publication 64 (ICRP, 1993)の中で展開されており，放射性廃

棄物処分を含む特定の行為に関連したもっと詳細なガイダン

スを作成する根拠を提供するよう意図されている．Publication 

64 は廃棄物処分と関連して，長い時間が含まれるため「確率

の割り当てに関連した方法論的な問題を提起し」また「評価に

複雑さが加わる」ことを認めている(ICRP, 1993, 84 項)． 

（解説） 
 Publ.64[15]の(84)項では，「放射性廃棄物の処分は，極端
に長い期間にわたり続くことのある放射線源となりうる．これ

は，潜在被ばく評価のための，事象とプロセスヘの確率の割

り当てに関連した方法論的な問題を提起する．生物圏の経路

は，人口分布および社会・経済的条件と同じく時間とともに変

化するので，予測の困難な例となっている．評価技術は現在

なお開発中であり，動力炉に関する PSA と同じ程度には熟し

ていない．潜在被ばくの推定値は，おのおののシナリオと各シ

ナリオ内の重要な事象シーケンスに対する推定確率に大きく

依存する．廃棄物容器の早期の機能喪失あるいは貯蔵場の

地質的構造の放出遅延特性の喪失は，このようなシナリオの

例である．品質保証，予防と軽減，深層防護等の，潜在被ばく

からのリスク低減の他の側面は，他の行為に適用可能である

と同様，廃棄物処分にも適用できる．大きな違いは，機能喪失

が線量をもたらすまでの期間であるが，関連する時間尺度が

とくに長いため，評価に複雑さが加わる．」としている． 
 Publ.60 (129)項では，潜在被ばくについて，「線量限度は，
潜在被ばくには直接使わない．理想的には，線量限度は，あ

る線量を受ける確率と，万一この線量を受けたときこれに伴う

損害の両方を考慮した，リスク限度で補完されるべきであ

る．」としており，この(25)項では確率と被ばく線量（損害）
の推定に関する問題すなわち困難性を指摘している． 
 
(26) 委員会の用いる線量計測量は Publication 60 の中で定

義されている．個人関連の量は等価線量と実効線量である．

この報告書の中で，線量という用語は実効線量を意味する．

線量と人数の両方を反映する量は集団線量であり，被ばくし

たグループの平均線量とそのグループ中の個人の数との積

によって与えられる．しかし，後の Publication 77 (ICRP, 

1997b)において，委員会は線量を将来の長い期間にわたって

評価することの問題を認識している．「個人線量と被ばく集団

の大きさのどちらについても，時間の増大について不確かさ

が増大する．さらに，線量と損害の関係に関する現在の判断

は，将来の集団について妥当ではないかもしれない．数千年

より長い期間にわたる集団線量の予測および数百年より長い

期間にわたる健康損害の予測は，批判的に吟味されるべきで

ある．」(ICRP, 1997b, 58 項) 

（解説） 
 等価線量とは，組織・臓器にわたって平均し，線質につ

いて放射線荷重係数 WRで荷重した吸収線量である．組織

Tの等価線量は次式で与えられる． 
 

RT
R

RT DwH ⋅⋅= ∑  

ここで DT,Rは，組織・臓器Ｔについて平均された，放射線

Rに起因する吸収線量である．等価線量の単位は J/kg＝Sv
である．実効線量は，身体のすべての組織・臓器の荷重さ

れた等価線量の和である．それは次式で与えられる． 
 

T
T

T HwE ⋅= ∑  

HTは組織・臓器 Tの等価線量，WTは組織・臓器 Tの荷重
係数である． 
 Publ.77 (50)項で，「集団線量は，委員会の防護体系を廃棄
物処分に適用する際に，限定的ではあるが重要な役割を果た

す．大きな集団への非常に小さな線量からなる集団線量を用

いること，および非常に長い期間にわたって生じる線量からな

る集団線量を用いることには，困難な問題がある．」として，

集団線量の問題を指摘している． 
 Publ.77(58)項の「批判的に吟味されるべき」とは，文脈から
見て，“十分な精度を有しない”といった程度の意味と理

解すべきであろう． 
 数千年より長い期間にわたる集団線量の予測および数

百年より長い期間にわたる健康損害の予測とは，それぞれ，

前者が発生確率を含めた不確実性の増大，後者が，致死が

 127



                      原子力バックエンド研究               March 2003 
 
んなどの治療方法の確立などの状況の変化の可能性を示

したものである． 
 集団線量の概念は，被ばくグループの時間的及び空間的

輪郭が (たとえば原子力発電所のある特定年度における
作業者の集団ように) はっきりしている場合には有用で
あるが，そうでない場合 (たとえば廃棄物処分施設周辺の
公衆) には，どの範囲の公衆とするか，また何年先まで線
量を評価すべきかがはっきりしないので，現実問題として

使えない． 
 Clarke[16]は集団線量の使用をやめ，作業者に対しての
み別の名称で集団線量の概念を存続させることを提案し

ている．「個人の安全が保たれていれば，社会の安全は自

ずから保たれているはず」という考え方がその根底にある． 
 
(27) ある線源によって与えられた個人の線量を，個人を別々

に確認する暗黙の必要なしに算定することができるように，決

定グループの概念が委員会によって導入された．このグルー

プは，考察中の線源または線源群から最も高い線量を受ける

と合理的に予想される集団中の個人の代表であるべきである．

そうすれば，グループ中の平均的個人の線量は，単数または

複数の線源によってもたらされる最も高い線量を代表すると

考えられる． 

（解説） 
 決定グループは，ICRP Publ.7[17]にはじめて現れている．
公衆は個人被ばく管理を受けていないので，線量限度と比

較するための被ばく線量を推定するには，ある線源から最

も高い線量を受けそうな小グループの平均線量を用いる

ことにする．これによって極端な生活習慣を持つ個人は除

かれ，モニタリングを合理的に行うことができる． 
 Publ.60 (186)項では，「ある単一の線源による被ばくに関し
て均質なグループを構成する個人を 1 クラスにまとめて分類

すると，しばしば便利である．そのようなグループがその線源

から最も高い被ばくを受けるグループの中の典型的なもので

あるならば，それは決定グループとして知られているグループ

である．線量拘束値は，防護を最適化しようとしている線源か

らの決定グループ内の平均線量に適用されるべきである．」

として決定グループを定義している． 
 Publ.81の中でも，(38), (43)及び(44)項で，決定グループ
に関する記述がある． 
 決定グループに関して，Publ.43 [18] (67)項では，「決定
グループの選定において重要な点の一つは，その大きさであ

る．線量当量限度はかなり合理的に均質なグループ中の平均

線量当量に適用することを意図していると，委員会は明確に

述べている（第３章参照）．極端な場合，例えば，詳細に特徴

づけることができないような将来の状況を取り扱うさいは，一

人の仮想的な個人として決定グループを定義することが便利

なこともあろう．しかし通常は，決定グループは一人の個人の

みで構成されることも，また均質性が失われるほど大きいこと

もないであろう．（中略）ある時点における習慣の調査結果は，

基礎となった分布の一指標とみなすべきであり，平均として採

用された値は，極端な習慣を持つ個人が一人か二人見つか

ったとしても，それによって不当に影響されるべきではない．」

として，極端な個人を排除している． 
 Publ.43 (68)項では，「決定グループに対する線量当量を計
算する場合，食物消費率あるいは居住パラメータなどの因子

について適切な平均値を選ぶことが重要である．しかし，代謝

パラメータは，極端な値でなく通常の集団における年齢別グ

ループ（胎児，幼児，小児あるいは成人）についての代表的な

値を選ぶべきである．」として平均値，代表値の使用を求め

ている．Publ.43 (69)項では，「均質性の条件を満足するため
には，最大値と最小値の比が一桁を超えるべきでないと示

唆」している． 
 モニタリングが実際に行われる状況では，環境調査によ

って決定グループを決めることができる(たとえば特別の
食品を多量に摂取する一部の住民)．しかしながら，原子
炉施設では，例えば放射性ヨウ素の放出に対して，小児あ

るいは幼児を決定グループとして採用することも行われ

ている．環境の実態が十分把握できない状況では，このよ

うにせざるを得ない． 
 なお，小佐古他 [19] が，決定グループの考え方，適用
の具体例および放射性廃棄物管理への適用について示し

ているので参照されたい． 
 
(28) 環境の保護との関連で委員会は，「現在望ましいと考え

られている程度に人を防護するのに必要な環境管理の基準

は，他の生物種をリスクにさらさないことを保証するであろう．

たまたま，人以外の種の個体に障害を生ずるかもしれないが，

その種の全部を危険にさらしたり，あるいは種の間に不均衡

を生ずるほどのものではないであろう．」と信じている (ICRP, 

1991(注 Publ.60), 16 項)． 
（解説） 
 放射線からの環境の保護については，現在，ICRP のタ
スクグループで検討されており，報告書ドラフトが公開さ

れている．2002年 12月までの国際的なコメント募集と，
経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)および国際放射
線防護学会(IRPA)での検討も並行して行われ，2003年 4月
に最終ドラフトが主委員会に上梓される予定である． 
 
(29) (7)項に示したように，委員会は，放射性固体廃棄物処分

についての勧告を1985年にPublication 46 (ICRP, 1985b)で公

表した．Publication 46 の中では２つの状況が認められている．

すなわち：通常のゆっくりとした過程による固体廃棄物処分か

らの放射性核種の放出に至る“通常の”放出過程と，放出と線

量が確率論的な事象と過程(現在，そのような状況は“潜在被

ばく”として分類されている) によって引き起こされるかもしくは

影響される“確率的”状況である．委員会は第一の状況である

“通常の”放出に，たとえば原子力発電所からの日常の放出

に関するものと同じやり方で，線量限度の適用を勧告している．
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確率的な状況において委員会は，決定グループの年リスクが

制限されるよう勧告している．ここで，リスクは，決定グループ

を代表する個人にある線量を与えるような起因事象およびそ

の他の環境の変化の確率と，結果として生じた線量によるそ

の個人またはその子孫の重大な有害健康影響の確率の積と

して幅広く定義されている．リスク規準と比較するためにはこ

の積を，すべての関連事象を考慮に入れて，適切に合計すべ

きである．Publication 46 に勧告されたリスク限度の値10－5 y-1

は，当時適用されていたリスク係数を用いると，通常被ばくに

対する公衆構成員の線量限度年あたり 1mSv が意味する致

死がんのリスクと同じオーダーの大きさである． 

（解説） 
 Publ.46 では，通常の放出過程に対して線量限度の適用
を勧告し，“確率的”状況に対してリスク限度を適用するこ
とを勧告している．Publ.46 で勧告された公衆構成員の線
量限度 (1mSv y-1)とリスク限度 (10－5 y-1)は，当時のリスク
係数 (約 0.01 Sv-1)を用いれば，同じオーダーのリスクレベ
ルである． 
 現在，用いられているリスク係数は 0.05 Sv-1程度であり，

Publ.81で勧告している線量拘束値の 0.3 mSv y-1と 10－5 y-1

がほぼ同じオーダーとなっている． 
 Publ.46 (82)～(90)項において，規制免除の規則が示され
ており，この中で，「0.01mSv より低い年個人線量当量で全

部が構成されている 1man Sv のオーダーよりも低い集団線量

預託は，線源を規制免除できる一つの基礎となるであろうとい

うことである．」としている．我が国の管理型の浅地中処分に

ついては，管理を終了するめやすとして，この線量が適用

されている． 
 Publ.46に示されている「0.01mSvのオーダー」の規制免
除レベルは，それより少し前に開催された IAEAの上級専
門家会議の結論と一致する．同会議の検討対象は一般消費

財と放射性廃棄物の両方であり，その内容は IAEA安全シ
リーズ No.89[20]に掲載されている． 
 
(30) （省略） 

 

3.1. 行為の正当化 

(31) 「廃棄物の管理と処分の事業は，その廃棄物を発生する

行為の不可欠な構成部分である．これらをそれ自身で正当化

が必要な独立した行為とみなすことは誤りである．廃棄物の

管理と処分の事業は，それゆえ，廃棄物を発生する行為の正

当化の評価に含まれるべきである．国の廃棄物処分の政策

が変更され，かつその行為が継続しているならば，その行為

の正当化を再評価する必要があるかもしれない．その行為が

終了していたならば，正当化のために考慮しなければならな

いのは行為よりはむしろ介入である．」(ICRP, 1997b(注

Publ.77), 34 項)． 
（解説） 
 廃棄物の管理と処分の事業は，これ自体は利益を生むも

のではないため，行為の正当化に関して，廃棄物を発生す

る行為の正当化の評価に含めるべきとしている． 
 廃棄物を処理処分する行為は，廃棄物を発生する原子力

発電も含めて正当化されるべきであり，再評価が必要にな

ることもあることを示唆している．また，行為が終了した

後の状況では，行為の正当化を検討するのではなく，放射

線防護のために介入を考慮すべきであるとしている． 
 
3.2. 防護の最適化 

(32) 「防護の最適化は，線量を低減させるために合理的なす

べてのことを行うことと広く解釈されている．(ICRP, 1997b(注

Publ.77), 17 項)」「委員会の力点の多くは，防護の最適化を定
性的に規定することに置かれてきた．(ICRP, 1997b, 37 項)」

「・・・防護の最適化の概念の基本的な役割は，放射線被ばく

の管理に責任のあるすべての人に，『自分はこれらの放射線

量を減らすために合理的に実行できるすべてのことを行って

きただろうか』と絶えず自問するような思考状態を生じさせるこ

とである．(ICRP, 1989(注 Publ.55), 18 項)」このように，最適化
に関する委員会の方策は判断によるところが多く，その本質

は Publication 60 (ICRP, 1991)の 117 項の中に要約されてい

る：「損害を減らす次の手段が，得られる損害の減少に比べ著

しく過大な諸資材を使って初めて達せられるものならば，この

手段を採用することは，社会のためにならない…」． 

（解説） 
 防護の最適化は，定性的な性格を有し，判断によること

ころが大きいことが示されている． 
 
(33) 慣例的には，集団線量はとくに微分費用便益分析による

最適化決定への一つの入力であった．しかし委員会は，集団

線量を将来の長い期間にわたって推定することの諸問題を認

識している． 

（解説） 
 最適化に対して定量的な基礎の一つを与える集団線量

は，長期の推定が困難で，現状では最適化の指標として用

いることが困難であることが示されている．90 年勧告
(Publ.60)の１つ前の 77年勧告(Publ.26) [21]や Publ.37 [22]
では、放射線防護の最適化のための微分費用便益分析の因

子の１つとして集団線量が用いられていた。 
 
(34) 線量拘束値は，防護の最適化の重要な構成要素である．

この用語は委員会によって，「決定グループの構成員への線

量が拘束値を超える原因となるかもしれないような防護のい

かなる選択肢をもそれ以上の検討から除くため，防護の最適

化においてもっぱら使用されている線源関連の個人線量」

(ICRP, 1997b(注 Publ.77), 41 項)を意味するために使われて
いる．このように拘束値は将来に対して前向きに使われ，それ

は線量限度と混同されるべきでない．拘束値の大きさは線源

と状況に特有であり，全体の行為については同じであるべき

である．しかし委員会は，放射性廃棄物処分活動からの公衆
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構成員に対する線量拘束値について，1年につき約0.3mSvを

超えない値を勧告する． 

（解説） 
 Publ.60 (121)項では，線量拘束値を以下のように定義し
ている．「防護の最適化に用いられる方法の大多数は，社会

および全被ばく集団に対する便益と損害を重視する傾向にあ

る．便益と損害の２つは社会の中で同じ分布をしそうにないの

で，防護の最適化は，ある人と他の人との間に大きな不公平

を生ずるかもしれない．この不公平は，最適化の過程の中に

個人線量についての線源関連の限定を導入することにより，

制限することができる．委員会は，これら線源関連の限定を線

量拘束値と呼ぶ．」 
 「拘束値は将来に対して前向きに使われ，」とは，Publ.77 
(41)項の「拘束値は過去に対して後ろ向きに使用される線量
限度の一つの形ではない．線量限度とは対照的に，ある拘束

値を超えたことを過去にさかのぼって見つけても，それは委員

会勧告の遵守の失敗を意味するものではなく，また規制上の

要件の違反と見なされるべきではない．むしろ，それによって

防護の最適化の再評価を求めるべきである．」ということで

ある． 
 Publ.77 (48)項では，「複数の線源による被ばくを見込んで
おくため，単一の線源についての防護の最適化に用いられる

拘束値の最大値は，年あたり1mSv以下とすべきである．年あ

たり約 0.3mSv を超えない値が適切であろう．」として，ICRP
では，0.3mSv y-1を初めて勧告した． 
 線量拘束値という用語は 90 年勧告(Publ.60)に初めて現
れるが，その前身の(線量)上限値(dose upper bound，天井値
と訳されたこともある)は古く Publ.39[23]「自然放射線源
による公衆の被ばくの制限の原則」にある．そこでは，確

実には予測できない将来の被ばく状況に関連して，線量限

度が十分守られるように，線量限度の下に上限値を設ける

ことが記述されている． 
 その後，Publ.42[24]「ICRPが使用しているおもな概念と
量の用語解説」において，任意の個人がたとえ複数個の線

源から被ばくしたとしても，被ばく線量が線量限度より低

く保たれることを確実にするための，その線源の最適化に

関する拘束条件として，線源上限値が述べられている．つ

まり，最適化の結果得られたある個人の被ばく線量がかな

り大きい場合，不公平をなくすために，その選択肢を採用

せず，もっと低い線量レベルに拘束するための，一種の計

画目標値と考えることができる． 
 Publ.60 では，線量拘束値の適用について，いろいろな
例が挙げられている．たとえば，X 線診断部門での作業，
原子力発電所の日常運転又は点検及び保守といった職業

又は作業の種類毎(144 項)，また，医療被ばくについては
放射線診断における被験者の線量の最適化 (これはガイ
ダンスレベルという名前で IAEA 基本安全基準(BSS)[25]
に掲載された)．これらは設計目標値あるいは管理目標値
の意味合いが強い． 

 このように，拘束値はいろいろな場面で形を変えて現れ

ているが，現在では最適化の一つの重要な要素という考え

方がもっぱらであるように思われる．なお，「拘束値を組

み込んだ最適化」の原文は”constrained optimisation”である．
直訳したのでは意味が通じないおそれがあるので，このよ

うに訳されている．なにか特別な意味があるように見える

が，拘束値が決められている以上は最適化の結果がそれに

よって縛られるのは当然である．反対に，最適化の結果が

拘束値を下回っていれば(多くの場合そうであろうが)，拘
束値の出番はない．また，微分費用便益分析を用いて最適

化を定量的に行うことは一般には容易でなく，常識的な判

断に基づくことが多いことから，拘束値は設計規準値と考

えてもよいかもしれない． 
 
(35) Publication 77 (ICRP, 1997b) は，“一般的状況のもとで利

用できる最良の技術”という用語が最適化の関連でしばしば

用いられると述べている．「“利用できる最良の技術”あるいは

“過大な費用を伴わない，利用できる最良の技術”というような

呼び名で示される方策の採用を求める圧力が増してきている．

“利用できる最良の”という用語は，通常，費用に関係なく，環

境の観点から“最良”という意味合いがある．“過大な費用を

伴わない”を追加することによって，この概念は，合理的に達

成できる限り線量を低く保つという委員会の勧告にやや近づく

が，費用が関係するのはそれらが過大になったときだけであ

る．これらの方策は防護の最適化を達成するには不十分であ

る (ICRP, 1997b, 7項)．しかし，“過大な費用を伴わない，利用

できる最良の技術”の使用は，損害の定量的評価方法が現在

利用できない自然環境に対する線量を減らすといった，特定

の目的について有利になるであろう． 

（解説） 
 Publ.77 (7)項を引用して，最適化の関連で用いられる 
“過大な費用を伴わない，利用できる最良の技術”は，最適
化には不十分であるが，自然環境に対する線量を減らすと

いった，特定の目的については使用できるかもしれないと

述べている．「損害の定量的評価方法が現在利用できない自

然環境」とは，自然環境に対する損害，例えば，動植物へ

の影響などを金銭に換算することは現状ではむずかしい

という意味である． 
 
3.3. 線量制限 

(36) 委員会の線量限度は，特定された行為から受ける線量

の合計に適用されるが，すべての被ばく源からの線量の合計

に適用するものではない．委員会は引き続き線量限度を勧告

するが，「公衆被ばくに対する線量限度が実際に制限要因に

なることはまれである」(ICRP, 1997b(注 Publ.77), 36項)と認識
している．さらに委員会は，「線量限度を廃棄物処分へ適用す

ることには本質的な困難があり」(ICRP, 1997b, 19 項)，また拘

束値を組み込んだ最適化の過程を通じて公衆被ばくを管理す

ることによって「放射性廃棄物処分の管理に公衆被ばくの線
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量限度を直接使用する必要はなくなるであろう」(ICRP, 1997b, 

48 項)と考える． 

（解説） 
 「すべての被ばく源からの線量の合計に適用するものでは

ない」とは，医療被ばくや自然放射線などを除くという意

味である．線量限度は，複数の線源による被ばくを考慮に

入れるために，また，拘束値の選択を制限するために，勧

告し続けられている． 
 「本質的な困難」とは，他の事業者によって行われる処分

から生じる線量の情報がなく，その線量を制御することも

できないので，ある与えられた廃棄物の放出の制限に対し

て線量限度を適用することは定義上できないことを意味

する． 
 
3.4. 潜在被ばく 

(37) 委員会は，「事故および破壊的な事象の発生」を考慮し

て，「仮にそれらが発生した場合には，通常よりも大きな被ばく

を生じさせるかもしれず，これらの被ばくは潜在被ばくとして扱

うべきである．それらの大きさと確率の両方を廃棄物管理の

決定に達する際に考慮に入れるべきである」(ICRP, 1997b(注

Publ.77), 45 項)ことを強調する．しかし委員会は，「長寿命放
射性核種のリスク評価における潜在被ばくの役割は，いまだ

に明白ではない」(ICRP, 1997b, 27 項 d)と認識している． 

（解説） 
 Publ.77 (45)項では，「事故および破壊的な事象の発生」の
他に「例えば 100 年に 1 回程度以下の頻度で起こるような極

端な条件」も示している．Publ.77 (25)項では，「潜在被ばく
の状況において集団リスクの単純な表現を見いだすことが困

難であることはしばしば指摘されている．」「もし低確率の事象

が大きな結果を伴うならば，その結末はゼロか非常に大きい

かであろうし，一方，期待値は小さいであろう．」などの記述が

ある． 
 
3.5. 将来世代 

(38) 将来世代の防護との関連において関係のある指標は，

通常被ばくについては決定グループに対する年間の個人線

量，潜在被ばくについては決定グループに対する年間の個人

リスクである．これらは「ともに，将来の世代への制限的損害

と，現在の世代にいま適用されている制限的損害とを比較す

るための，十分な入力情報を提供するであろう．」(ICRP, 

1997b(注 Publ.77), 69 項)． 
（解説） 
 将来世代の防護に関して Publ.77 (67)項では，「現在下さ
れる決定により将来の世代に起こりうる害の重要性を判断す

るという，倫理的な問題もまた存在する．委員会ができるのは，

将来リスクの解析を提示する選択肢のうちのいくつかの意味

合いを示し，一般的な示唆をいくらか付け加えることだけであ

る．」とも述べている． 
 結論としては，個人線量または個人リスクによって，将

来世代も同じ土俵で議論できるということを意味してい

る．制限的損害 (limiting detriment) とは，制限因子になる
ような損害を意味する． 
 
4. 長寿命放射性固体廃棄物処分への委員会勧告の適用 

 

(39) 行為に対する委員会の防護原則は，新しい長寿命放射

性固体廃棄物処分施設に適用される．主な論点は長期的な

公衆被ばくにかかわるものである．委員会は，この状況にこれ

らの原則を適用することの難しさを認識している(ICRP, 

1997b(注 Publ.77))．公衆の防護を達成する主要な手段は，
委員会の勧告した線量拘束値に対する高いほうの値 0.3mSv

／年またはそのリスク等価値を考慮に入れて，拘束値を組み

込んだ最適化の過程を経るものである．この章では勧告をい

かに適用すべきかを扱う． 

（解説） 
 「この状況にこれらの原則を適用することの難しさ」とは，

Publ.77 (27)項「5.6.委員会の方策への影響」で以下のよう
に示している． 
(a) 基本概念の幾つかについて解釈に相違点がある．行為の

正当化は，ICRP の文書中では定義され，かつ限定された

意味をもっているが，他ではもっと広い意味に使われてい

る．防護の最適化は，ある行為の範囲内にある一つの線

源に関するものであり，行為の選択に関するものではない．

さらにそれは，集団線量と費用－便益分析およびその他

の定量的な手順にあまりにも密接に関連付けられるよう

になっている．委員会は“拘束値”という用語を，最適化の

将来に対する部分を意味するように限定して使用している

が，それはいつも受け入れられているとは限らない．線量

限度を定義された行為による線量に限定して使用するこ

とは，介入を用いることの決定に線量限度が不適切なの

と同様に，広く誤解されている．(注：線量限度を特定の行
為に限定して使用することや、介入を決定するような

状況に適用することは適切ではないとしている．) 
(b) 現在のところ，多くの状況において，決定グループは二つ

以上の線源に被ばくするかもしれないと仮定されている． 

(c) 空間と時間について無制限であるという集団線量の使用

における誤解は，時に諸資材の不適正な使用につながる．

遠距離と長期間においては，部分的にはモデル化技術が

不確実なために，個人線量および集団線量の推定値は

信頼できなくなる． 

(d) 長寿命放射性核種のリスク評価における潜在被ばくの役

割は，未だに明確ではない． 

(e) 処分された廃棄物に関して，行為と介入との間の境界が

常にきちんと定められるとは限らない． 
 線量拘束値に対する高いほうの値というのは，Publ.77 
(48)項の「年あたり約 0.3mSv を超えない値が適切であろう」，
あるいは，Publ.81 (34)項の「放射性廃棄物処分活動からの公
衆構成員に対する線量拘束値について，1年につき約0.3mSv
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を超えない値を勧告する」を受けている． 
 
4.1. 将来世代の防護 

(40) 放射性固体廃棄物処分の主要な目標は，現在の世代が

出した廃棄物の放射線学的影響からの，現在と将来の世代

の防護である．しかし，完全な永久隔離は達成できそうもなく，

廃棄物のインべントリーの一部は生物圏へ移り，潜在的に数

百年か数千年の将来に被ばくを引き起こしうる．そのような長

い時間尺度にわたる個人と集団の線量は推定できるにすぎ

ず，将来に向けての時間が増加するとともに，これらの推定値

の信頼性は減少する．それにもかかわらず委員会は，将来に

おける個人と集団が，今日とられた行動から現在の世代が与

えられているのと少なくとも同じレベルの防護を供与されるべ

きである，という基本原則を認める．さらに，多くの処分システ

ムについて，将来世代に選択の余地 (たとえば，再取出しの

可能性) を残すため，処分システム開発過程の間に措置をと

ることができるかもしれないが，いかなる状況の下でもこれら

の措置が処分システムの安全をそこなうべきでない． 

（解説） 
 「完全な永久隔離は達成できそうもなく」とは，(3)項の「ゼロ
放出を目標とすることは適当ではない」と合致する．「潜在的

に数百年か数千年の将来に被ばくを引き起こしうる」というの

は，地層処分の評価において，ガラス固化体からの漏出が

生じるかもしれない時期に相当し，線量のピークを意味し

たものではない．将来における個人と集団についても，現

在の世代と同様の防護を行うべきという基本原則が述べ

られている．「さらに，」以下の部分は，再取出しやモニタリ

ングのために，坑道を残すなどの措置をとることがあるが，

これが安全性に影響を与えるものであってはならないこ

とを述べている． 
 
(41) 現在の世代と少なくとも同じレベルに将来の世代を防護

することの目標は，関連する健康損害の考察から導かれた現

在の量的な線量とリスクの拘束値を指標として用いることを意

味する．しかし，健康損害の尺度としての線量とリスクを，およ

そ数百年を超える将来まで確実に予測することはできない

(ICRP, 1997b(注 Publ.77))．その代わりに，処分システムの現

在の理解があれば，埋設場が受け入れられるかどうかの指示

を与えるテストにおいて，もっと長い期間の線量またはリスク

を見積もり，適切な規準 (4.4 節) と比較することができる．そ

のような推定値を将来の健康損害の予言とみなしてはならな

い． 

（解説） 
 将来の世代の防護を最適化するために，拘束値が用いら

れる．これは，健康損害を予測するためではなく，防護の

最適化を判断するためである．適切な規準 (4.4 節) とは，
例えば，自然過程に対する通常の被ばく状況における 1年
間 0.3mSvの線量拘束値あるいは，年あたり約 10－5のオー

ダーのリスク拘束値を意味する． 

 
(42) 将来の世代が現在の世代によって企てられた処分につ

いての知識を持つだろうと仮定することはできない．したがっ

て，放射性廃棄物処分からの将来世代の防護は，主に埋設

場開発段階における受動的な処置によって達成されるべきで

あって，将来とられる能動的処置に不当に頼るべきでない．し

かし委員会は，閉鎖後の処分施設において維持される制度的

管理が，特に侵入の可能性を減らすことで，処分施設の安全

に対する信頼を高めることがあると認識している．委員会は，

制度的管理が長期間続かないかもしれないという理由はなく，

したがってとくに浅地中処分施設の全面的な放射線学的安全

に重要な貢献をすることがあろうと感じている．さらに，ウラン

鉱滓の地表処分または近地表処分に対しては，管理が失敗

したときのその影響が他の長寿命放射性廃棄物に関連する

影響より一般に低いような状況において，制度的管理に長期

間頼ることがある． 

（解説） 
 将来の世代は，処分場に関する知識を持たないこと，及

び，その知識に基づく能動的な処置が採られないことを前

提にしなければならない．将来とられる能動的措置とは，

掘削の禁止や立ち入り制限などを意味する．一方，「制度

的管理が長期間続かないかもしれないという理由はなく，」と

して，浅地中処分での制度的管理の有効性を認めている． 
 「ウラン鉱滓の・・・」については，長期間の制度的管理を示

唆しており， NORM (Naturally Occurring Radioactive 
Materials, 自然起源の放射性物質) などを念頭においた記
述となっている． 
 
4.2. 決定グループ 

(43) 委員会はPublication 43 (ICRP, 1985a) における被ばく評

価についての勧告が一般的ガイダンスとしてあてまはると考

えている．したがって委員会は，被ばくは決定グループにおけ

る平均年線量に基づいて評価されるべきであると引き続き勧

告する．決定グループとは，最高の年線量を受けると予想さ

れる集団における個人を代表する人々のグループであり，年

齢，飲食物，および受ける年線量に影響する行動という観点

からみて比較的均質であるように十分小さいグループである． 

（解説） 
 (27)項の解説参照 
 
(44) 考察する時間尺度が長いため，決定グループの習慣と

特性ならびにそれが位置する環境の特性は仮定できるにすぎ

ない．したがっていかなるそのような決定グループも仮想的な

ものである．グループについて仮定される習慣と特性は，利用

できるサイトまたは地域に固有の情報のほか，現在の生活様

式を考えて合理的に保守的でもっともらしい仮定に基づいて

選ばれるべきである．このアプローチは，放射線防護の他の

領域の中で採用されているもの (たとえば，“標準人”(ICRP, 

1975(注 Publ.23))) と矛盾がなく，以前の委員会勧告(ICRP, 
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1985a(注 Publ.46), 45項と 46項)に基づいている．さらに，多く
の場合，種々の決定グループのおのおのに関連した個々の

シナリオが，異なった生起確率をもって存在するかもしれない

ため，最も高い線量が最も高いリスクに結びつくとは限らない．

それゆえ，意思決定者にとって重要なことは，それぞれの生

起確率をつけた，あるいは少なくともそのシナリオに対応する

確率の見積もりをつけたシナリオの明確な提示を得ることであ

る． 

（解説） 
 “標準人”とは，ICRP Publ.23 [26]に示されているヒトの
特性で，西ヨーロッパまたは北アメリカに居住する白人の

成人をもとに，身長(170cm), 体重(70kg), 代謝データ，臓
器重量などが決められており，内部被ばくの評価に用いら

れている．Publ.46 (46)項では以下のように決定グループを
述べている．「決定グループは，集団の中で最も高い線量当

量を受けることが予想される人々を代表するものであるべきで

あり，受ける線量に影響する地域特性，習慣および代謝特性

に関して比較的均質であるべきである．それは現在居る人々

から成ることもあるし，一般集団よりも高いレベルの被曝をす

る将来の人々のグループから成ることもあろう．実際のグルー

プを定めることができない場合は，地域と時間のために最大

線量を受けるであろう仮定的グループあるいは代表的個人が

考えられるべきである．このグループの習慣と特徴は慎重な，

しかし合理的な仮定を用いた現在の知識に基づくものである

べきである．たとえば，決定グループは処分場に近い区域に

住み，近くの地下水の帯水層から用いる水を得ている人々の

グループであるかもしれない．全集団が実際に受ける線量の

分布は決定グループに最大値があるので，この方法は，いか

なる個人線量も受け入れることができないほど高くはならない

ことを保証することを意図している．」 
 
(45) 決定グループは，想定された生物圏と独立に決めること

はできない．過去に起こったものと同様に，自然の力の作用で

長期間に重大な変化が生物圏で起こることがある．また，人

の行動も生物圏に影響を及ぼすことがあるが，長期間におけ

る人の挙動については推測することができるだけである．生

物圏の変化の考察は，自然の力によるものに限るべきである．

決定グループと生物圏は，現在利用できるサイトまたは地域

の情報に基づくサイト固有のアプローチか，もっと一般的な習

慣と条件に基づいた様式化されたアプローチを用いて規定す

べきである．様式化アプローチの使用は，時間尺度が長いほ

どより重要になるであろう． 

（解説） 
 時間が長期間になればなるほど，人の行動や生物圏に関

するサイトや地域依存性が不確実になるため，もっと一般

的な習慣と条件に基づいた様式化されたアプローチの重

要性が増すことを示している．例えば，現在は特定の食品

を摂取していないが，これを含めるとか，あるいは，特定

の食品を過剰に摂取しているが，一般的にはほとんど摂取

されないなどの知見に基づき，様式化することを意味する． 
 
(46) 委員会は，決定グループの均質性の規準について一般

的なガイダンスを提供した(ICRP, 1985a(注 Publ.46), 69 項参
照)．そのようなグループの習慣と特性の選択にしかるべき注

意が払われるならば，均質性は長期的に重大な関心事とはな

らないはずである．さらに，埋設場からの放出による生物圏の

放射性汚染が人の寿命よりかなり長い期間にわたって比較的

一定のままでありそうだと仮定できるかもしれない．そうすれ

ば，個人の生涯にわたって平均された年線量または年リスク

を計算することは合理的であり，これはいろいろな年齢グルー

プの線量を計算する必要がないことを意味する．この平均は，

成人の年線量または年リスクによって適切に表すことができ

る．最後に，決定グループの想定上の特性は，そのようなグ

ループを維持する生物圏の能力と調和しているべきである． 

（解説） 
 Publ.43 (69)項では，「一般には，均質性の条件を満足する
ためは，最大値と最小値の比が一桁を超えるべきでないと示

唆する．したがって，多くの分布について，平均値は予想され

る最大値の1/2ないし1/3であろう．決定グループの均質性に

必要とされる程度は，関連した線源上限値に対する割合とし

て表されたグループの平均線量当量の大きさに依存する．そ

の割合が約 1/10 より小さい場合には，個人線量当量の分布

が実質的にファクター10 の全範囲内にあるならば，つまり平

均の両側でファクター約 3 以内にあれば，決定グループは均

質と考えるべきである．割合が 1/10 より大きい場合には，分

布の全範囲はより小さくあるべきで，ファクター3 を超えないこ

とが望ましい．」としている． 
 埋設場からの放出による影響が人の寿命より長期にわ

たり比較的一定である可能性が高いので，年齢や集団の分

布を考慮するより，平均化された線量またはリスクとして

成人の年線量または年リスクを計算することが合理的と

している． 
 
4.3. 潜在被ばく 

(47) 処分システムの予想された挙動に影響を及ぼし，かつ，

しばしば与えられた時間内に１未満の想定上の生起確率を持

つような過程から，被ばくがもたらされるかもしれない．したが

って，起こると考えられる過程に関連した被ばくから個人を防

護する目標は，生起確率とこれらの被ばくの大きさの両方を

考えることによって最もよく達成される．長期にわたる被ばくの

この取扱いは，潜在被ばく状況についての委員会勧告 (第２

章と ICRP, 1993(注 Publ.64)を参照) に概念的に類似している．
このように，通常の展開と確率的状況の別々の取扱いについ

ての委員会の前の勧告 (ICRP, 1985b(注 Publ.77)) は，必要
ないかもしれない． 

（解説） 
 ICRP Publ.64 の廃棄物処分に関する記述は，(25)項の解
説に示した．Publ.46では，「(43)この章は，個人の線量限度
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についての節は“通常”のシナリオに適用し，またリスク限度

についての節は 3.3 節に記述されているような確率事象を含

むすべてのシナリオに適用するように分けてある」として，“通
常”と“確率的状況”に分けて展開している． 
 このやり方は，潜在被ばくという概念が始めて現れた

Publ.60 において明確化され，(111)項で「行為においても介
入においても，多くの場合，被ばくが起こり，その大きさが，あ

る程度の不確実さはあっても予測できることは実際上確実で

あろう．しかしながら，被ばくが起こる可能性はあるが，起こる

ということは確実ではないことがある．委員会はこのような被

ばくを“潜在被ばく”と呼ぶ．潜在被ばくの確率と大きさの両方

に対して，ある程度の管理を行うことが可能な場合が多い．」

と述べられている．またリスクの評価については(197)項に，
「個人の潜在被ばくを扱う最も簡単な方法は，防護体系で用

いる量として，実効線量ではなく，放射線の寄与によるがん死

亡の，総合された（先験的）個人確率を考えることである．この

目的のために，この確率を，線量を受ける確率と万一その線

量を受けたとした場合の寄与死亡の条件付生涯確率との積と

定義する．」と述べている． 
 Publ.60の後に刊行された Publ.64では，とくに被ばくの
可能性が非常に長期にわたる場合のリスク評価の困難さ

を認め，潜在被ばくについてはリスク限度を定めず，規制

上もっと緩やかなリスク拘束値の使用を考慮すべきこと

が勧告され（(90)項），また Publ.77では潜在被ばくについ
て，「廃棄物管理を決定する過程で，潜在被ばくの大きさと確

率とを考慮すべきである」という，さらに後退した表現を用

いている． 
 
4.4. 防護の最適化 

4.4.1. 一般的考察 

(48) 拘束値を組み込んだ最適化は，廃棄物処分選択肢の放

射線学的受容性を評価するための主要なアプローチである．

潜在被ばくが関連するそういったアプローチの実行は，図１ 

(注：原文では図 2) に示すように，考慮すべき種々の可能な
方法論的選択肢を確認することによって意思決定者にとり明

快なものとなろう． 

（解説） 
この図 (Fig 1) は，潜在被ばくが関連する廃棄物処分の
放射線防護において，拘束値を組み込んだ最適化が主要な

アプローチであり，それを出発点として，シナリオの起こ

る可能性を吟味して自然過程と人間侵入を検討し，それぞ

れのシナリオに適用すべき最適化の方法を示している．図

の各項目に対する参照箇所を項番号で示した． 
 
(49) 潜在被ばくに適用するための形式的な最適化技術は，

以下のICRP刊行物において強調されているとおり，開発段階

にある： 

 ・Publication 64 (ICRP, 1993, 84 項)：「放射性廃棄物の処分

は，極端に長い期間にわたり続くことのある放射線源とな

り得る．このことは，潜在被ばく評価のための，事象とプロ

セスヘの確率の割り当てに関連した方法論的な問題を提

起する．」 

・Publication 76 (ICRP, 1997a, 62 項)：「特に確率が低く影響

が大きいときの潜在被ばくに対する防護の最適化は，現

在もおおむね未解決である．」 

・Publication 77 (ICRP, 1997b, 27 項 d)：「長寿命放射性核種

のリスク評価における潜在被ばくの役割は，未だに明確で

はない．」 

（解説） 
 ここでは，潜在被ばくに適用するための最適化技術が開 
発段階であることを Publ.64, 76[27], 77の記述を引用して
示している．

拘束値を組み込んだ最適化

潜在被ばく 
形式的な技術 
判断を含む過程 

自 然 過 程

シナリオ 
起こりそうか 
起こりそうもないか 

人 間 侵 入

統合アプローチ 
分解アプローチ 
 線量／確率 

・線量／リスク拘束値は適切

確率？ 
バリアのバイパス 

(49,50)項参照 

・線量／リスク拘束値は不適切 

・一般介入レベル

(47,48)項参照 

(56,57)項参照 

(56)～(59)項参照 (56,58)項参照 

(52)項参照 

(62)項参照 

(63)項参照 (60)～(64)項参照 

(52,63)項参照 

影響の評価 
必要ならば人間侵入の

可能性を減らす

(62)項参照 

(64)項参照 
(64)項参照 

（ 図 1 方法論的選択肢 (ICRP Publ.81[4]), 注：原文では図 2） 
 

Fig. 1  Methodological options 
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(50) 現在の状況においては，防護の最適化は社会的，経済

的要因を考慮に入れた判断に頼る過程であり(ICRP, 1997b)，

体系化された，本質的に定性的なやり方で実施されるべきで

ある．そのゴールは，将来の線量を，必要とされる資源がその

線量の減少と釣り合う範囲で減らすために合理的な処置がと

られていることを確実にすることである．最適化の原則は，処

分システムの開発過程の間に反復して適用されるべきであり，

そして，特にサイト選定と埋設場の設計段階の両方を含むべ

きである． 

（解説） 
 防護の最適化は，体系化されている必要があるが，判断

を伴う定性的なものであることを示している．開発段階で

は，常に最適化を考慮しなければならない． 
 
(51) 考察しなければならない被ばくシナリオには，２つのおお

まかなカテゴリー，すなわち自然過程と人間侵入がある．最適

化は，たとえば地震特性，保持能力，キャニスタ設計を考察す

ることにより自然過程による被ばくの確率および／または被ば

くの大きさを減らすため，また，たとえば天然資源の存在，制

度的管理措置，埋設場の深さの選択を考察することにより，

偶然の人間侵入による被ばくの確率および／または被ばくの

大きさを減らすために，合理的な措置を探究し適用すべきで

ある． 

（解説） 
 自然過程と人間侵入の２つの大きなシナリオに対して，

確率と被ばくの大きさの両側面から放射線被ばくを低減

する措置を追求すべきとしている．具体的には，適切な人

工バリアを設計すること，有用な天然資源のない場所を選

定すること，有効と考えられる制度的管理を行うことなど

である． 
 
(52) 評価された個人の線量とリスクは，最適化過程への入力

情報である．被ばく状況の２つのカテゴリーすなわち自然過程

と人間侵入に対する放射線防護規準の適用は異なる．第一

のカテゴリーでは，線量またはリスクの推定値は，個人関連の

被ばくの受容性を確立するために線量拘束値またはリスク拘

束値と比較される．しかし，人間侵入の意味合いを考えるとき

は，委員会の拘束値を放射性廃棄物処分に適用することは

適切でない (ICRP, 1997b(注 Publ.77))．その理由は，将来の
人の行動の種類または確率を予測する科学的根拠は乏しい

かもしくはないからであり，また，定義によって，侵入事象は防

護の最適化の一部として設置されているバリアの一部または

すべてをバイパスするからである． 

（解説） 
 (48)項の「拘束値を組み込んだ最適化は，廃棄物処分選択
肢の放射線学的受容性を評価するための主要なアプローチ

である．」が適用されるのは，自然過程によるものである．

人間侵入については，「将来の人の行動の種類または確率を

予測する科学的根拠は乏しいかもしくはない」ことと，「防護

の最適化の一部として設置されているバリアの一部またはす

べてをバイパスする」という 2つの理由で，拘束値の適用は
適切でないとしている．Publ.77 では，人間侵入に対して
直接言及していないが，(25)項で，「重大な結果を伴う起こり
そうにない事象に対しては，最適化に関連したリスク拘束値お

よび個人リスクに対して制定されたリスク規準は，その事象の

発生を引き起こす行為の受容性に関するもっと定性的な判断

によって補足されなければならないであろう．もし，その事象

が非常に顕著ならば，受容性は，定量的な確率の推定値およ

びその事象が起こった場合に生じる個人線量または集団線量

の定量的推定値により大きく影響されないかもしれない．環境

のモデル化による限り，長期間にわたる潜在被ばくの評価は

非常に不確実である．」として，起こりそうにない事象に対

しては，拘束値がそのまま適用できないことが示されてい

る． 
 
(53) 慣例的には，集団線量は防護の最適化への更なる入力

であるが，長寿命放射性廃棄物の処分との関連では，その有

用性は限られている (第３章参照)．しかし，潜在的に含まれ

る人々の数とそのときの個人線量の分布を考慮することは何

らかの役に立ちうる． 

（解説） 
 集団線量については，Publ.77 でより詳細に言及されて
いる．Publ.77(50)～(59)項参照．ここでは，主に小さい個
人線量の加算と長期間にわたる加算の問題が指摘されて

いる． 
 放射性廃棄物管理に関する集団線量については，小佐古

他[28]が詳しく解説している． 
あ 
(54) （省略） 

あ 

4.4.2 自然過程を表すシナリオに適用される放射線学的規準 

あ 
(55) “自然過程”という用語には，個人の被ばくに至る人間侵

入以外のすべての過程が含まれる．重要な規準は個人の線

源関連の拘束値である．委員会は通常の被ばく状況における

適用について線量拘束値に対する高いほうの数値である 1年

間 0.3mSv を勧告する．これは，年あたり 10－5のオーダーのリ

スク拘束値に相当する． 

（解説） 
 線量拘束値に対する高いほうの値というのは，Publ.77 
(48)項の「年あたり約0.3mSvを超えない値が適切であろう．」，
あるいは，Publ.81 (34)項の「放射性廃棄物処分活動からの公
衆構成員に対する線量拘束値について，1年につき約0.3mSv

を超えない値を勧告する．」を受けている．リスク係数を

0.05 Sv-1とすると，0.3 mSvは 1.5×10-5の健康リスクに相

当する． 
あ 

(56) 拘束値が満足されるかどうか示すためのアプローチは，
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(i) 線量と確率を組み合わせることによるリスクの統合か，ま

たは，(ii) それぞれの被ばく状況について線量とそれに対応

する生起確率を別個に表現するかのいずれかでありうる．は

じめのケースについてはリスク拘束値を，また２番目のケース

については線量を受ける確率の考察によって補われた線量

拘束値を使うことによって，同じ程度の防護を達成することが

できる． 

（解説） 
 線量と確率を組み合わせたリスクによる方法（統合アプ

ローチ）と線量と確率を別個に表現した線量／確率分解ア

プローチが示されている．統合アプローチでは，被ばくの

確率と，被ばくの結果生じる健康リスク(たとえば，致死
がんの確率)の積である「統合されたリスク」をリスク拘
束値と比べる．一方，線量/確率分解アプローチでは，ある
線量を受ける確率と線量とを統合せずに，確率の大小によ

って適切な線量拘束値を定め，それと線量とを比較する．

後者のやり方を「線量を受ける確率の考察によって補われ

た線量拘束値を使う」という言い方で表現しており，統合

アプローチに比べて判断の余地がある． 
あ 
(57) 統合アプローチにおいては，将来の個人に線量を与える

かもしれない関連した廃棄物処分システムにかかわるすべて

の確かな過程からの全リスクが，リスク拘束値と比較される．

このアプローチは，概念的には満足なものであるが，考慮中

の期間の範囲内におけるすべての関連した被ばく状況とそれ

らに付随する確率の包括的な評価を必要とする． 

（解説） 
 統合アプローチは方法論としては優れているが，確率が

あいまいな状況では適用が難しいとしている．統合アプロ

ーチは線量と確率の積で定義されるリスクで評価する手

法であり，分解アプローチは，確率を考慮しつつ，代表的

なシナリオを選定し，その線量を評価する手法である． 
 
(58) 線量／確率分解アプローチでは，起こりそうかある

いは代表的な放出シナリオが同定され，これらのシナリオ

から計算された線量が線量拘束値と比較される．その他の

あまり起こりそうにないシナリオの放射線学的重要性は，

結果として生じる線量とそれらの発生確率を別々に考察

して評価することができる．このアプローチは，そのよう

なシナリオが起こる確率の正確な定量化を要求せず，むし

ろそれらの確率の推定された大きさに見合った，それらの

放射線学的影響の評価を要求することに注意すべきであ

る．また，計算された線量またはリスクの継続時間と程度

のような他の考察は，そのようなシナリオの重要性を評価

する際に考慮されることもある． 
（解説） 
 線量／確率分解アプローチでは，起こりそうかあるいは

代表的な放出シナリオについては，線量拘束値と比較する．

あまり起こりそうにないシナリオについては，確率を正確

に評価しなくても線量の推定とおよその確率で判断が可

能としている．Publ.81 は確率が高い場合と非常に小さい
場合の両端を示しており，中間部分については明確には示

していない． 
 なお，Publ.76 (83)項では 10-7以下の年間確率の事象は結

果として生じた線量が大きいとしても容認されるとして

いる．また，Publ.64によれば，年間確率 pの事象が期間 T
年の間に生じる確率 Pは，P=1-exp(-p･T)としており，0.001 
y-1の事象が 1000年間に生じる確率は 0.63となる． 
あ 
(59) これらのアプローチのいずれによっても同程度の防護レ

ベルを達成することができるが，線量を与える特別な状況の

生起確率，および結果として生ずる線量について別々に考察

するほうが，意思決定の目的のためにより多くの情報が得ら

れることがある． 

（解説） 
 統合アプローチと線量／確率分解アプローチはどちら

も同程度の防護を達成できるが，線量／確率分解アプロー

チの方が，線量と確率が別々に考察されるので，リスクに

統合するよりも情報が多いということである． 
 
4.4.3. 人間侵入に適用される放射線学的規準 

 

(60) 人間侵入による高い被ばくの可能性は，廃棄物を希釈す

るか分散させるのでなく，たがいに離れている処分施設の中

に廃棄物を集中するという決定の避けられない結果である．

人間侵入が廃棄物を地表まで運び，すぐ近くの集団にかなり

の線量を直接与えることがありうる．また，ボーリングのような

人間侵入に由来する放出物が生物圏を通して移動しうること

があり，侵入事象に間接的に関連するかまたはそれに伴う被

ばくを結果として生じるかもしれない． 

（解説） 
 地層処分のような「濃縮／保持」戦略を採用した処分方

法では，人間侵入による高い被ばくの可能性は避けられな

いとしている． 
 
(61) 人間侵入に関連した被ばくの防護は，そのような事象の

可能性を減らす努力によって最もよく達成される．社会に処分

施設の存在について警告するといった合理的な措置を実行す

べきである．これらの措置には，侵入をより難しくする深いとこ

ろへの処分施設の設置，強固な設計特徴の取入れ，あるい

は能動的な制度的管理(立入りの制限または放出の可能性に

対するモニタリングのような)および受動的な制度的管理(記録

および目印のような)を使用することが含まれる． 

（解説） 
 人間侵入による被ばくの可能性を低減する方法として，

深いところへの処分施設の設置，強固な設計特徴の取入れ，

能動的な制度的管理，受動的な制度的管理が示されている． 
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(62) 人間侵入の発生を全く除外することはできないので，意

思決定者は，一つまたはそれ以上の典型的なもっともらしい

様式化された侵入シナリオの結果を，潜在的な侵入に対する

埋設場の抵抗力を評価するために考察すべきである．原則と

して，人間侵入の重要性は，理想的には侵入の確率と付随す

る影響の両方を共に考えるリスクベースのアプローチを使って

評価されるかもしれない．しかし，侵入リスクの大きさのいかな

る予測も，必然的に将来の人の挙動についてなされる仮定に

依存している．将来の人の行動の種類または確率を予測する

ことには科学的な根拠が存在しないので，線量拘束値または

リスク拘束値と比較すべき定量的な性能評価の中に，そのよ

うな事象の確率を含めることは適切でない． 

（解説） 
 人間侵入は，発生の可能性を否定できないので，シナリ

オを様式化して，抵抗力を評価するために考察すべきとし

ている．人間侵入に対しては，リスクベースのアプローチ

が考えられるが，確率の予測が困難であるので，定量的な

性能評価に確率を含めることは適切でないとしている．

(56)項の自然過程に対する「線量を受ける確率の考察によ
って補われた線量拘束値」を用いる方法も，人間侵入に対

しては確率が予測できないので適切でないということに

なろう． 
 
(63) 委員会は前に，放射性廃棄物管理における防護の最適

化について，公衆構成員に対し年 0.3mSv の線量拘束値を勧

告した．侵入は，定義によって，処分施設に対する防護の最

適化において考慮されたバリアをバイパスするであろうから，

この拘束値は人間侵入の重要性の評価に適用できない． 

（解説） 
 Publ.77 (48)項では「廃棄物処分からの公衆被ばくの管理
は，拘束値を組み込んだ防護の最適化を用いることにより行

われるべきである．複数の線源による被ばくを見込んでおくた

め，単一の線源についての防護の最適化に用いられる拘束

値の最大値は，年あたり 1mSv 以下とすべきである．年あたり

約 0.3mSv を超えない値が適切であろう．」と述べているが，

人間侵入は，防護の最適化において考慮されたバリアをバ

イパスするという理由で，線量拘束値は人間侵入の重要性

の評価に適用できないとしている． 
 
(64) それにもかかわらず，防護にとって人間侵入の重要性の

尺度は必要である．さらに，将来の社会が侵入によって被ばく

することを知らないかもしれないので，要求されるあらゆる防

護措置を，処分システムの展開の間に考慮すべきである．侵

入は，将釆の個人に急性または長期にわたる線量をもたらす

ことがある．人間侵入がサイト周辺の住民に，現在の規準で

は介入がほとんどいつも正当化されるほど十分に高い線量を

もたらす可能性があるような場合には，人間侵入の確率を減

らすかあるいはその影響を制限するために，合理的な努力を

払うべきであると，委員会は考える．この点において委員会は，

おおよそ 10mSv の現存年線量が，それ以下では介入は正当

化できそうもない一般的な参考レベルとして使えるであろうと

以前に示唆した．反対に，年あたり約 100mSv の現存年線量

は，それを超えるとほとんどいつも介入は正当化されると考え

るべき一般的参考レベルとして使えるかもしれない．同様の考

察は，関連する臓器の確定的影響のしきい線量を超える場合

にも適用される． 

（解説） 
「介入がほとんどいつも正当化されるほど十分に高い線量を

もたらす可能性があるような場合には，・・・合理的な努力を払

うべきである」とは，100mSv を下回る場合には，人間侵入
に対する合理的な努力は必要としないと解釈するのは，行

き過ぎであり，10mSvを超える場合には，状況に応じて合
理的な努力が必要と解釈すべきであろう．合理的な努力と

は，(61)項に示されたとおり，主として発生の可能性の低
減である． 
あ 
4.5. 技術上および管理上の原則 

(65) 委員会は，潜在被ばく状況についての技術上および管

理上の原則(ICRP, 1993(注 Publ.64))を，処分システムの展開
過程の間，放射線安全が閉鎖後の期間を通して維持されるで

あろうという信頼を強めるために適用すべきである，と勧告す

る．これらの原則は，評価で確認された残留する不確実性の

レベルだけでなく，廃棄物の固有の危険レベルと調和したやり

方で処分システムに適用されるべきである． 
（解説） 
 Publ.64 (48)項では，「技術面および管理面の原則：放射線
安全プログラムの履行は，上で議論された基本原則に加え，

多くの実際的な技術面および管理面での原則に基づくべきで

ある．これらの原則は，リスクに応じた放射線源の安全な立地，

設計，建設，運転，使用廃止および最終処分に一般的に適用

でき，とくに原子力安全の分野では，多くの状況において議論

され，適用されてきた．」としている． 
 技術的な原則とは，「多重化された安全対策の層（すなわ

ち，構造，構成要素，システム，手順，またはこれらの組合せ）

があるべきであるということである（“深層防護”）．」(Publ.64, 

49 項)及び「放射線源の設計，建設および運転，品質保証の

包括的システム，ヒューマンエラー，安全評価」(Publ.64, 51 項) 
をいう． 
 管理上の原則とは，「放射線源の建設，運転および最終処

分に関連した活動のすべてを支配する，安全への一貫しかつ

広く行きわたったアプローチを確立することである．この原則

は“セイフティカルチャー”と呼ばれ，」(Publ.64, 52 項) に示さ

れた原則をいう． 
あ 
(66) これらの原則の中で重要なのは，処分システムが頑丈で

かつ適切な安全余裕を持つという信頼を強める連続した受動

的安全措置について備えをする，深層防護の概念である．深

層防護は主として，処分システムの安全への潜在的な挑戦に
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対し，いろいろな防護ラインの組合せを提供する複数のバリア

を使うことによって，廃棄物処分に適用される． 

（解説） 
 廃棄物処分における深層防護は，主として多重バリアに

よって達成されるとしている． 
 機器を中心とした原子炉での深層防護と人工バリアお

よび天然バリアを中心としたものは意味合いが多少異な

り，放射性廃棄物処分施設への深層防護の適用については

いくつかの解釈がある[29～31]． 
 
(67) 他の技術上および管理上の原則も，要求される安全レベ

ルが達成されるであろうという信頼を強めることに貢献するで

あろう． 

(a) 処分システムの展開活動は，安全性を改善するための

研究と技術革新の必要性を考慮し，実行可能な範囲で

試験と経験により証明された堅実な工学的原則と実践に

基づくべきである．そのような改善は，可能な範囲で，承

認された規則，基準またはその他の適切な文書の中に

反映されるべきである． 

(b) 品質保証の包括的なシステムは，計画され設計されたと

おりに埋設場システムが造られることを確実にするべき

である． 

(c) その行動が放射線安全に影響を及ぼしうるような，処分

システムの展開段階に関係するすべての職員は，それら

の義務を実行するための訓練を行い，資格を持つべきで

ある．人が誘発するエラーの可能性を考慮に入れるべき

である． 

(d) 放射線学的評価は，処分システムの展開を通して閉鎖に

至るまで，システム中の潜在的な脆弱さと感受性を確認

するために反復して実施されるべきである．これらの評価

は，安全規準が満たされうるかどうかを示すため，厳しく

実施されるべきである．数値的結果がシステム性能を適

切に表すかまたはその範囲を定めていることを確実にす

るため，評価方法における固有の制限，データにおける

潜在的なギャップ，および現在あるデータの代わりの解

釈について，考察がなされるべきである．また，ピアレビ

ューのような概念，文書の透明性，公衆参加への開放，

および複数の推論の筋道も，信頼の強化に対する重要

な貢献者である． 

(e) 展開過程を誘導するために評価結果を考慮に入れうるよ

う，フイードバック機構を確立すべきである．埋設場の展

開に関係するすべての当事者間の緊密な協力は，安全

の改善に対して不可欠である． 

（解説） 
 この部分は Publ.64 (51)項を再整理したものとなってい
る． 
 
(68) 技術上の原則に加えて，埋設揚の展開過程に関係する

すべての個人と機関に対する非常に重要な管理上の原則は，

彼らのすべての行動を支配する安全に対する一貫しかつ行き

渡ったアプローチを確立し維持することである．この原則は

“安全文化”といわれてきた．その言葉は原子力安全との関連

で，「・・・安全問題が最優先して・・・その重要性にふさわしい

注意を受けられるようにする，組織と個人の気風と態度の集

合・・・〔それは〕原子力発電所の安全に関係する何らかの活

動に構わるすべての人の個人的献身と責任・・・をいう」と最初

に定義された (IAEA, 1988)．満足な安全のレベルを達成し維

持するための第一の責任は，埋設場の展開過程を通して規

制者により監督される開発者にまさにかかっている，というこ

とを，これらの管理上の原則の範囲内で最終的に確立すべき

である．公開の手続きも，いろいろな見解が考慮されることを

確実にするのに貢献する． 

（解説） 
 この部分は Publ.64 (52)項を再整理したものとなってい
る． 
 
4.6. 放射線防護原則の一貫性 

4.6.1. 一般的考察 

(69) 放射線防護原則の遵守の評価は，システム挙動のよい

理解を含む複数の推論の筋道，およびサイトに関連した自然

観察とナチュラルアナログからの情報を含む定性的な議論に

よって支持され補足された定量的な性能によって支持されて

いる包括的な安全事例に基づくべきである．さらに，技術上お

よび管理上の原則の堅持が，申請者の文書により明らかにな

っているべきである．分析の精密さは，廃棄物の危険と調和

のとれたものとすべきである．しっかりした評価の結果が拘束

値の委員会勧告値の範囲内に十分入っていることを示す場

合には，更なる分析の必要性はないかもしれない． 

（解説） 
 申請者の文書とは，事業許可申請書や保安規定などをい

う．「包括的な安全事例」の原文は，comprehensive safety case
である．これについては，IAEAの 2001年 6月の専門家会
議でも，「様々な分野の人々に対し，納得が得られるよう，

単に性能評価の計算結果を基準と比較するのではなく，ナ

チュラルアナログによる傍証など様々な観点から論じ，安

全性に対する信頼性を構築することが重要である」と整理

されている．「分析の精密さは，廃棄物の危険と調和のと

れたもの」とは，危険度が高い場合には，精密な分析を行

うべきということである．「更なる分析の必要性はない」

とは，適切な放射線学的評価の結果が，線量拘束値を十分

に下回る場合には，放射線防護原則が遵守されているとい

うことができるということである． 
 
(70) 長期的な放射線学的評価において，線量またはリスクは，

あたかもそれらが委員会の枠組みで定義された線量またはリ

スクであるかのように，合理的な選択されたテスト条件で計算

される．委貝会の見解では，それらは，処分システムの提供

する放射線学的安全のレベルを示す性能尺度あるいは”安全
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指標”と考えるべきである．追加の洞察を提供するためには，

たとえば他の自然線源または人が誘発した線源により負わさ

れたリスクを有する処分システムの残りの危険の可能性につ

いて，特に遠い将来に対する定性的な比較をすることが役に

立つことがある．そのような比較は，処分システムの放射線学

的受容性について正しい見通しをもって判断を行う助けになる

かもしれない． 

（解説） 
 長期的な放射線学的評価で計算される線量またはリス

クと，委員会の枠組みで定義された線量またはリスクは必

ずしも同一ではないが，安全指標とすることができるとし

ている． 
 委員会の枠組みで定義された線量またはリスクとは，

ICRP がその防護体系を展開するために導入した固有の尺
度であり，枠組みとは一体不可分のものである．これらは，

事象のシーケンス，被ばく経路，集団，あるいは発生確率

が正確に定義されたものを指すと推察され，長期的な放射

線学的評価において計算される線量またはリスクは，種々

の仮定や条件のもとで計算されることを意味している．こ

のような線量やリスクは，一つの指標であり，自然放射線

や他のリスクなどの比較も含めて総合的に判断すべきも

のであることを意味している． 
 
(71) 長い時間尺度にわたる廃棄物処分システムの性能を評

価するための一つのアプローチは，1,000～10,000 年のオーダ

ーで線量またはリスクの定量的評価値を考察することである．

このアプローチは，線量の計算が最も直接的に健康損害に関

連する期間に焦点をあて，また，もっと長い時間枠にわたって，

氷河作用や地殻構造上の移動のような大規模な地殻変動と

関連したリスクが廃棄物処分システムに関連したリスクをあい

まいにするかもしれないという可能性を認識させてくれる．もう

一つのアプローチは，様式化アプローチの使用を増やし，計

算結果を判断するさいに時間枠を考慮することにより，さらに

将来に向けた定量的な計算を考慮することである．定性的な

議論が，この判断に頼る過程に追加の情報を提供することが

できるかもしれない． 

（解説） 
 「1,000～10,000 年のオーダーで線量またはリスクの定量的

評価値を考察すること」，「線量の計算が最も直接的に健康損

害に関連する期間」という記述は，地層処分では多くの場合，

線量のピークが出現するのは，１万年以降と予想されてい

る [32] ことと隔たりがあるが，より近い将来の重要性を
示している．「氷河作用や・・・あいまいにするかもしれない」

とは，廃棄物処分システムに起因するリスクが，大規模な

地殻変動と関連したリスクの不確実性に包含されてしま

うことを意味する．「時間枠を考慮することにより，さらに将

来に向けた定量的な計算を考慮すること」とは，様式化アプ

ローチにより，全ての事象の展開まで考慮しないものの，

定量的計算の時間を長期に拡張することと解釈できる． 

 
4.6.2. 段階的アプローチ 

(72) 放射性廃棄物処分システムの展開過程には数 10 年を

要することがあり，意思決定点としていくつかのはっきり決め

られた里程標が含まれる．これらの連続した段階は，立地，シ

ステム設計，建設，操業，閉鎖と閉鎖後である．放射線防護

原則が守られていることの証明は，埋設場の操業に先立って

必要である．実際上これは，過程が進捗するにつれて，埋設

場の展開のいろいろな段階における漸進的な評価と審査とを

含む段階的または反復的なアプローチを使用することにより

最も良く達成される． 

（解説） 
 「放射性廃棄物処分システムの展開過程には数 10 年を要

する」とは，処分場の立地から閉鎖に至るまでの期間のこ

とである．「放射線防護原則が守られていることの証明は，

埋設場の操業に先立って必要である」は，事業許可申請や保

安規定認可が対応する．ここでは，いくつかの里程標（ま

たは段階）で，評価と審査の段階的，反復的な繰り返しが

必要としている．例えば，現在の低レベル放射性廃棄物処

分では，施設確認，廃棄確認，保安規定の変更，事業の廃

止届など，反復的に安全性の判断が行われることになって

いる． 
 
(73) 廃棄物処分システムのいかなる長期評価においても，不

確実性は元々存在するものである．これらの不確実性は，そ

のいくつかは数量化できないが，次のように特徴づけられるで

あろう． 

 a) 閉鎖後に，設計およびすぐ近くの環境により影響を受け

るような埋設場システムの性能についての不完全な知識

を反映する，データの不確実性． 

 b) 将来の人の行動と将来の環境の状態を予測する我々の

不完全な能力を反映する，将来の状態の不確実性． 

 c) 処分システムの概念的記述，その概念の数学的記述，

およびコンピューターモデルにおける数学的記述の実行

に関する不確実性を反映する，モデルの不確実性． 
（解説） 
 ここでは，不確実性に関して３つの側面（システム理解，

将来の予測およびモデル化）を示している． 
 
(74) 処分システムの複雑さを考慮して，システムの展開の間，

これらの不確実性の重要性を理解し，またサイト特性調査と

実験を通じて不確実性を減らすかまたは制限するための努力

を払うべきである．それに加えて，過去 10 年にわたって，これ

らの不確実性の重要性を理解し評価するために使われる方

法に改善がなされてきた．不確実性を減らす最善の努力にも

かかわらず，残留する不確実性が意思決定の時点で存在す

るであろう．これらの残された不確実性の重要性を評価するた

めに専門家の判断を使うべきであり，またその知見を完全に

文書化すべきである． 
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• 

• 

• 

（解説） 
 不確実性に対する方策として，減らすかまたは制限する

ための努力，評価方法の改善，重要性評価のための専門家

の判断，および知見の文書化を提示している． 
 

(75) 委員会は，不確実性分析が線量またはリスクの計算過

程の不可欠な構成部分であるべきであり，また，可能なときは

いつも，報告された結果は一点の値でなく可能な値の範囲を

含むべきである，と信ずる．不確実性分析は評価の目的に対

して適切なものであるべきである． 
（解説） 
「一点の値でなく可能な値の範囲を含むべき」とは，決定論的

な評価結果とともに，確率論的評価結果や信頼限界などの

幅や可能性を含む結果を合わせて提示すべきであるとい

うことである． 
 
4.6.3. 放射線学的規準の遵守の証明 

(76) 放射線学的規準が将来において満たされることの証明

は，推定された線量／リスクと拘束値とのまともな比較ほど単

純ではない．特に長期にわたる地質環境，生物圏および人工

バリアの展開を理解する際には，本来の不確実性のため，処

分システムが規準を満たすことの証明は絶対的なものではあ

りえない．適切な評価は，科学的に堅実であり，システム挙動

の合理的な概念的理解を含み，様式化アプローチと合理的に

保守的な仮定を適切に用い，また一般に顧問専門家によるピ

アレビューを受けるべきである．またこれらの評価は，その結

果の適当な表示 (たとえば，数値の範囲または限界をつけた

評価値として) によって，残りの不確実性にも対処すべきであ

る．このように，処分システムの受容性についての決定は，遵

守の絶対的な証明よりむしろ合理的な保証に基づくべきであ

る． 

（解説） 
 規準を満たすことの絶対的な証明はできないので，科学

的に堅実，システム挙動の合理的な概念的理解，様式化ア

プローチと合理的に保守的な仮定，専門家によるピアレビ

ューといった合理的な保証に基づくべきとしている． 
 
(77) 拘束値が守られているかどうかを評価するには，判断が

必要である．線量拘束値またはリスク拘束値は，遠い将来の

期間になるほど参考値と考えるべきである．拘束値は判断の

根拠を提供する．数値が守られているだけで，提案されている

安全性の容認を強要すべきではない．処分システムの全体的

設計と建設が上記の技術上と管理上の原則に適合しているこ

との評価とともに，裏付けとなるデータと解析の質の十分な証

拠も要求されるべきである．同じ理由で，単に拘束値を上回る

と推定されるだけの理由によって，拘束値の超過が必ずしも

提案された安全事例の拒否を強制するわけではない．定量化

されていない保守主義が性能推定に取り入れられやすいとい

うことを，性能推定値を評価するさいに認識すべきである．時

間枠が増加するにつれて，線量拘束値またはリスク拘束値を

超過する評価線量あるいは評価リスクに対し，いくらかの酌量

の余地を残しておくべきである．このことは，将来世代の防護

の減少，したがって防護の公平の原則の否定と誤解されては

ならず，むしろ計算結果に結びついた不確実性の適切な考慮

と理解しなければならない．しかし，いかなる超過も正当化さ

れなければならず，またシステムの安全は他の証拠によって

支持されなければならないし，あるいは，追加の措置が防護

の改善をもたらすかどうかを決めるために，超過の理由を評

価しなければならない． 

（解説） 
 「単に拘束値を・・・安全事例の拒否を強制するわけではな

い．」とは，超過の理由が評価され，正当化される場合には，

受け入れられるとしている．「数値が守られているだけ

で，・・・強要すべきではない．」とは，この他に，「4.5. 技術上
および管理上の原則」が守られる必要があることを示して

いる．「防護の公平の原則」とは，(40)項の「将来における個
人と集団が，今日とられた行動から現在の世代が与えられて

いるのと少なくとも同じレベルの防護を供与されるべきである，

という基本原則」を意味する．「定量化されていない保守主

義」とは，不確実性の大きいパラメータについて，保守的

な値が用いられ易いことをいう．「いくらかの酌量の余地」

とは，時間枠が増加することによって，評価の不確実性が

増加し，定量化されていない保守主義も増加する可能性が

高いことを意味している． 
あ 
(78) 防護の最適化と技術上および管理上の原則の適用にさ

いしては，判断が要求される．しかし，これは際限のない過程

であるべきではない．もっと明確には，委員会の見解は，適切

な拘束値が自然過程に対して満足されており，偶然の人間侵

入の可能性を減らすために合理的な措置がとられており，ま

た堅実な工学的，技術的および管理上の原則が守られている

ならば，放射線防護の要件は満たされていると考えることがで

きる，ということである． 

（解説） 
 以下を満足すれば，放射線防護の要件は満たされている

としている． 
適切な拘束値が自然過程に対して満足されて

おり， 
偶然の人間侵入の可能性を減らすために合理

的な措置がとられており， 
また堅実な工学的，技術的および管理上の原則

が守られている 
あ 
5. 要約と結論 

(79) 定義によれば，廃棄物は便益を持たない．廃棄物は，そ

れを生じた有益な行為のひとつの側面として見るべきである．

さらに，放射性廃棄物管理は，社会の廃棄物の管理全般との

関連の中に位置づけられるべきである． 
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（解説） 
 廃棄物処分における行為の正当化を示したものである．

(31)項参照．放射性廃棄物管理も一般の廃棄物管理全般の
一つとして位置づける必要があることを示している． 
 
(80) （省略）(37)項，(47)項参照 
(81) （省略）(40)～(42)項参照 現在の定量的な線量規準
とリスク規準を将来世代に適用することで，同じレベルの

防護が与えられるが，長期の場合には，推定された線量や

リスクは，健康損害の尺度ではなく，防護の指標とすべき

としている． 
(82) （省略）(48）～(64)項参照 拘束値を用いることによ
り，潜在被ばくの受容性を判断できるとしている．また，

最適化は反復して適用されるべきとしている． 
(83) （省略）(55)～(64)項参照 自然過程と人間侵入につ
いては，別の考察が必要としている． 
(84) （省略）(64)項と同じ文章が再掲されている． 
(85) （省略）(56)～(59)項参照 
(86) （省略）(77)項参照 
(87) （省略）(65)～(68)項参照 「潜在被ばく状況におけ
る適用について委員会の練り上げた諸原則」とは，Publ.64 
(42)～(48)項において，行為の正当化，防護の最適化，個
人のリスク制限，技術面および管理面の原則に示された原

則をいう． 
あ 
(88) 委員会の見解では，自然過程についての拘束値を満た

し，かつ偶然の人間侵入の確率または影響を減らすために合

理的な措置がとられており，また技術上および管理上の原則

が守られているならば，放射線防護要件は満たされていると

考えることができる． 

（解説） 
 (78)項の再掲であり，Publ.81の結論である． 
あ 
Ⅲ．あとがき 
あ 
 本資料においては，放射性廃棄物処分の放射線防護に関

して，最新で最も詳しい ICRP勧告である Publication 81の
各パラグラフに対して解説を加えた．この勧告は今後の我

が国地層処分の概念や安全規制の基礎となるべきものと

考えられ，その点で本資料が役立つことを望むものである． 
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